
第2章 	こころの健康に関する取組みの現状
前章では、私たちのこころの健康を取り巻く様々なストレス要因と精神疾患の実態、そ

して社会への影響などについて概観した。
誰もが経験しうるライフイベントがこころの不調につながらないために、そして、ライ

フステージの全般にわたり存在しているこころの健康に対する様々なリスクに対処するた
めに、私たちの社会ではどのような取組みが行われているのだろうか。

本章では、こころの健康に関する取組みの現状について概観したい。第1節では、地域
や学校、そして職場などライフステージや分野ごとに取組みを整理し、第2節では、あら
ゆる世代に関わりのある社会全体を捉えた取組みとして、社会のデジタル化と、これらに
伴う孤独・孤立の深刻化への対応についてみていく。また、共生社会の実現に向け、障害
のある人が相対する社会的障壁を取り除く取組みや、障害の有無などにかかわらず、誰も
が安心して自分らしく暮らすことができる地域づくりなどについても取り上げる。

	 第1節	 ライフステージごとの取組み

	1	地域や学校での取組み
本節では、前章第1節でみた様々なストレス要因について、主にライフステージの前期

にかけて、地域や学校において、どのような対策が図られているのかについてみていきた
い。

（1）産前産後や子育て期にある家庭への支援
（政府は、「はじめの100か月の育ちビジョン」を策定した）

妊娠期から小学校1年生までの「はじめの100か月」は、生涯にわたるウェルビーイン
グ＊1の向上に向けて、特に重要である。一方で、児童虐待による死亡事例の約半数が0～
2歳であったり＊2、就園していないこどもは家庭の状況によって周囲の人や環境と関わる
機会が左右されたりするなど、様々な課題がある。

このため、2023（令和5）年12月、こども家庭庁を中心とした政府において、「幼児
期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの100か月の育ちビジョン）」を
新たに閣議決定した（図表2-1-1）。本ビジョンでは、こどもの権利を踏まえ、乳幼児の
安定した「アタッチメント（愛着）」の形成と豊かな「遊びと体験」を保障することや、
こどもの誕生前から切れ目なく保護者・養育者のウェルビーイングと成長を支えること、
地域における専門職の連携等によってこどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増すこと
の重要性などを示している。

今後、国として本ビジョンを踏まえた施策を総合的に推進していくことで、すべてのこ
＊1	 「はじめの100か月の育ちビジョン」では、「ウェルビーイング」について、「身体的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）に幸

せな状態にあることを指す。また、ウェルビーイングは、包括的な幸福として、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など生
涯にわたる持続的な幸福を含む」としている。

＊2	 2023（令和5）年9月にこども家庭審議会児童虐待防止対策部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会が取りまとめた、「こ
ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第19次報告）」。
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どもの「はじめの100か月」を社会全体で支援・応援することとしている。

	 図表2-1-1	 はじめの100か月の育ちビジョン（概要）

幼児期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に
幸せな状態）の向上にとって最重要

✓誰一人取り残さないひとしい育ちの保障に向けては課題あり
※児童虐待による死亡事例の約半数が０～２歳／就園していないこどもは、家庭環境により、他のこどもや大人、社会や自然等に触れる機会が左右される
✓誕生・就園・就学の前後や、家庭・園・関係機関・地域等の環境間に切れ目が多い

こどもの権利と尊厳を守る１ 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める２

「こどもの誕生前」から
切れ目なく育ちを支える３ 保護者・養育者のウェルビーイング

と成長の支援・応援をする４ ５ こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

安心

⇒社会全体の認識共有×関連施策の強力な推進のための羅針盤が必要

✓ こども大綱の下に策定する「こどもまんなか実行計画」の施策へ反映
✓ 全ての人の具体的行動を促進するための取組を含め、こども家庭庁が
司令塔となり、具体策を一体的・総合的に推進

⇒こども基本法にのっとり育ちの質を保障
✓乳幼児は生まれながらにして権利の主体
✓生命や生活を保障すること
✓乳幼児の思いや願いの尊重

⇒乳幼児の育ちには「アタッチメント（愛着）」の形成と豊かな「遊びと体験」が不可欠

「アタッチメント（愛着）」＜安心＞
不安な時などに身近なおとなが寄り添うことや、
安心感をもたらす経験の繰り返しにより、安心の
土台を獲得

豊かな「遊びと体験」＜挑戦＞
多様なこどもやおとな、モノ・自然・絵本・場所など身近
なものとの出会い・関わりにより、興味・関心に合わせた
「遊びと体験」を保障することで、挑戦を応援

⇒育ちに必要な環境を切れ目なく構築し、
次代を支える循環を創出
✓誕生の準備期から支える
✓幼児期と学童期以降の接続
✓学童期から乳幼児と関わる機会

⇒こどもに最も近い存在をきめ細かに支援
✓支援・応援を受けることを当たり前に
✓全ての保護者・養育者とつながること
✓性別にかかわらず保護者・養育者が
共育ち

⇒社会の情勢変化を踏まえ、こどもの
育ちを支える工夫が必要
✓「こどもまんなかチャート」の視点
（様々な立場の人がこどもの育ちを応援）

✓こどもも含め環境や社会をつくる
✓地域における専門職連携やコーディネーター
の役割も重要

⇒全ての人のウェルビーイング向上にもつながる

身体

心 環境
（社会）

【「はじめの100か月」とは】
本ビジョンを全ての人と共有するためのキーワードとして、母親の
妊娠期から幼保小接続の重要な時期（いわゆる５歳児～小１）まで
がおおむね94～106か月であり、これらの重要な時期に着目

全てのこどもの生涯にわたる
身体的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）

な観点での包括的な幸福

挑戦

はじめの100か月の育ちビジョンに基づく施策の推進

こども基本法の理念にのっとり整理した５つのビジョン

目的

はじめの100か月の育ちビジョンを策定し全ての人と共有する意義

ここどどもも

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン
（はじめの１００か月の育ちビジョン）概要

全てのこどもの誕生前から幼児期までの
「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上

令和５年12月22日閣議決定

資料：こども家庭庁作成

（こども家庭センターの整備等を進め、母子保健・児童福祉が協働して支援を行う体制の
構築を推進する）

これまで、市町村においては、母子保健機能を担う「子育て世代包括支援センター」
と、児童福祉機能を担う「子ども家庭総合支援拠点」をそれぞれ整備してきたが、2022

（令和4）年の児童福祉法改正により、「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総
合支援拠点」の設立の意義や機能を維持した上で組織を見直し、すべての妊産婦、子育て
世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関として

「こども家庭センター」の設置に努めることとされた（2024（令和6）年4月1日施行）。
今後、こども家庭センターの全国展開を進め、母子保健・児童福祉両部門の連携・協働

を深め、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援の切れ目ない対応を行うな
ど、市町村としての相談支援体制の強化を図ることとしている。

こども家庭センターにおいては、これまで母子保健機能、児童福祉機能それぞれにおい
て実施してきた相談支援等の取組みを引き続き行うほか、支援を必要とするこども・妊産
婦等、支援対象者の意向を確認しつつ、「サポートプラン」を作成し、それに基づき計画
的かつ効果的に支援を進めることとしている。また、関係機関で構成する要保護児童対策
地域協議会の中核となって、児童相談所、児童福祉施設、学校等関係機関と連携した支援
や、民間団体を含む地域資源の開拓による支援体制などの充実・強化に取り組んでいくこ
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ととしている（図表2-1-2）。
「サポートプラン」に基づいて提供する具体的な支援メニューについても、2022（令和

4）年の児童福祉法の改正により、訪問による家事等の支援を行う「子育て世帯訪問支援
事業」や、家庭や学校に居場所のないこどもに居場所の提供や生活習慣の形成支援などを
行う「児童育成支援拠点事業」、こどもとの関わり方に不安を抱える保護者やそのこども
に対して親子関係の構築支援を行う「親子関係形成支援事業」が新設されたところであ
り、これらの新設事業を含めた家庭支援事業を始めとして、拡充が図られた。

これらの支援については、特に支援を必要とするこどもや家庭には届きにくい現状もあ
ることから、こども家庭センターでは、家庭支援事業の利用勧奨・措置を行うことによ
り、より確実に支援を届けられるよう対応を進めていくこととしている。

	 図表2-1-2	 こども家庭センターの設置とサポートプランの作成

〈地域子育て相談機関〉

〇保育所、認定こども園、幼稚園、地域子
育て支援拠点事業など子育て支援を行う施
設・事業を行う場を想定。
〇市町村は区域ごとに体制整備に努める。

こども家庭センターの設置とサポートプランの作成

○ 市区町村において、子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子育て世代包括支援センター（母子保健）の設立の意義
や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関
（こども家庭センター）の設置に努めることとする。
※ 子ども家庭総合支援拠点：635自治体、716箇所、子育て世代包括支援センター：1,603自治体、2,451箇所 （令和３年４月時点）

○ この相談機関では、妊娠届から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援をつなぐためのマネジメント
（サポートプランの作成）等を担う。
※ 児童及び妊産婦の福祉に関する把握・情報提供・相談等、支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、母子保健の相談等を市区町村の行わな
ければならない業務として位置づけ

妊産婦 子育て世帯
（保護者）

こども

こども家庭センター（市区町村）
「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の見直し

子ども食堂 ショートステイ
＜レスパイト＞

保育所等
＜保育・一時預かり・病児保育＞

子育てひろば 等
産前産後サポート
産後ケア

訪問家事支援

家や学校以外の
子どもの居場所

○児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等
○把握・情報提供、必要な調査・指導等
○支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、連絡調整
○保健指導、健康診査等
○○支支援援をを要要すするる子子どどもも・・妊妊産産婦婦等等へへののササポポーートトププラランンのの作作成成【【一一部部、、新新】】
○○地地域域資資源源のの開開拓拓【【新新】】

業
務

様々な資源による
支援メニューにつなぐ

児童相談所協働

※地域の実情に応じ、業務の一部を子育て世帯等の身近な相談機関等に委託可

放課後児童クラブ
児童館

民間資源・地域資源
と一体となった
支援体制の構築

妊産婦、子育て世帯、こどもが気軽に
相談できる子育て世帯の身近な相談機関

障害児支援医療機関

教育委員会・学校
＜不登校・いじめ相談＞
＜幼稚園の子育て支援等＞

密接な
連携

要保護児童対
策地域協議会

緊密な連携
※センターにおいて調整機
関を担うことが求められる

資料：こども家庭庁作成

（2）学校保健における取組み
前章第1節でみたように、10歳代から20歳代にかけては、精神疾患にかかりやすい時

期であり、多くの時間を過ごす学校という場におけるこころの健康への取組みは、その後
のライフステージにおけるこころの健康保持という観点からも非常に重要である。こうし
たなか、複雑化・多様化する児童生徒の現代的な健康課題に対応し、きめ細やかな支援を
実施できるよう、これまでも養護教諭等の資格を有する者を学校へ派遣し、大規模校や繁
忙期等における業務支援や資質能力向上のための研修機会の確保等を行うなど、養護教諭
等の支援体制の強化に取り組んできた。
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（2018（平成30）年4月から、高等学校の教科書に精神疾患について記載された）
また、2018（平成30）年3月に高等学校の学習指導要領が改訂され、保健体育の「現

代社会と健康」に、新たに「精神疾患の予防と回復」の項目が盛り込まれた。こうしたこ
とも踏まえ、高等学校の保健体育の教科書には、精神疾患の特徴と対処が記載されたとこ
ろであり、精神疾患の予防と回復には、身体の健康と同じく、運動、食事、休養及び睡眠
の調和のとれた生活の実践や、心身の不調に気づくことが重要であること、また、疾病の
早期発見と社会的な対策が必要であることについて学びを深めることになった。

こうした学びにより、高校生が、精神疾患は誰もが罹患しうるものであり、適切な対処
により回復や生活の質の向上が可能であることなどに気づき、また、精神疾患への正しい
理解の普及により、専門家への相談や早期の治療などを受けやすい社会環境を整えること
の重要性や、偏見や差別の対象ではないことなどを理解できるようになることが期待され
ている。

（3）こども・若者の自殺対策
（「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づき、「こども・若者の自殺危機対応チーム」
の設置を推進している）

前章第3節でみたように、我が国において子ども・若者の自殺対策が喫緊の課題となっ
ている。

こどもの自殺対策においては、地方公共団体の果たす役割が非常に大きく、関係部局間
の連携に加え、学校、教育委員会、家庭、地域が連携して、地域全体でこどもたちを守る
仕組みを構築することが重要である。

こども家庭庁が中心となり、こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議において、
2023（令和5）年6月に「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめ、そのなか
で、こどもの自殺対策の柱のひとつとして、市町村等では対応が困難な場合に助言等を行
う多職種の専門家により構成される「こども・若者の自殺危機対応チーム」（以下「危機
対応チーム」という。）を全国に設置することが盛り込まれている。

設置対象は、都道府県・政令指定都市で、危機対応チームの事務局は、首長部局（自殺
対策担当）と教育委員会が緊密な連携を図りながら運営することが求められる。

厚生労働省では、危機対応チームの設置・運営について、地域自殺対策強化交付金によ
り都道府県・政令指定都市に対して10/10の補助（2024（令和6）年度時点）を行うと
ともに、指定調査研究等法人＊3が危機対応チームの設置等に関する助言等の実務的支援を
行うこととしている。

また、「こどもの自殺対策緊急強化プラン」では、警察や消防、学校や教育委員会、地
方公共団体等が保有する自殺に関する統計等を集約し、多角的な分析を行うための調査研
究を立ち上げ、EBPM（Evidence Based Policy Making：エビデンスに基づく政策立
案）の視点も踏まえ、こどもの自殺の実態解明に取り組むとともに、分析に当たっての課
題把握に取り組むこととしている。

＊3	 「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」（令和元年法律第32号）第4
条第1項に基づき、同法第5条に規定する業務（調査研究等業務）を行う者。令和6年4月現在、一般社団法人いのち支える自殺対策推
進センターが指定されている。
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（4）社会に存在する様々なこころの健康リスクへの対策と支援
①　いじめ防止対策

（いじめの防止のため、教育の現場で、いじめの積極的な認知に取り組んできた）
いじめの問題が教育上の大きな課題となっていることを踏まえ、文部科学省では、毎年

度、各都道府県教育委員会などを通じて調査を行い、いじめを含む生徒指導上の諸課題の
実態把握に努めている。

また、2013（平成25）年6月に成立した「いじめ防止対策推進法」（平成25年法律第
71号）と、同法に基づき策定した「いじめの防止等のための基本的な方針」を受け、そ
の内容の周知を図っているほか、2016（平成28）年度には新たに「いじめの重大事態の
調査に関するガイドライン」を策定し、いじめの積極的な認知を肯定的に評価することで
積極的な認知の徹底を促している。

さらに、2022（令和4）年度には、いじめの重大事態の件数が923件となったことを
受けて、文部科学省では、2023（令和5）年10月に「不登校・いじめ緊急対策パッケー
ジ」を策定し、いじめの早期発見・早期支援に資するため、1人1台端末等を活用した

「心の健康観察」の推進や、国の個別サポートチームの派遣による自治体支援等を緊急的
に進めている。

（こども家庭庁が、関係省庁と連携しながら、いじめ防止対策の強化に取り組んでいる）
いじめの問題については、上述した教育現場での取組みに加え、こどもの権利利益の擁

護等を担うこども家庭庁が、いじめ対策での第三者性の確保などに資する地域の体制づく
りを推進しており、文部科学省とともに関係省庁と連携しながら、「こどもまんなか」社
会の実現に向け、いじめ防止対策の強化に取り組んでいる。

こども家庭庁では、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」（2021（令和3）
年12月21日閣議決定）に基づき、主に、学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕
組みづくり、第三者性確保による重大ないじめ事案への対応強化、そして、こども政策の
司令塔としての政府全体の体制づくりの3つの事項への取組みを進めている。

こうした取組みの一環として、地域におけるいじめ防止対策の体制構築を推進するた
め、学校と学校の設置者（以下「学校等」という。）以外の首長部局からのアプローチに
よるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証＊4に取り組んでいる（図表
2-1-3）。

こども家庭庁では、地域の実情も踏まえ、その成果を今後のいじめ防止対策の強化に活
用することで、学校等におけるアプローチと相まって、いじめの長期化や重大化を防止で
きる地域の体制を構築することとしている。

＊4	 実証実施団体は次のとおり（2024（令和6）年3月末現在）。北海道旭川市、大阪府堺市、大阪府八尾市、熊本県熊本市、千葉県松戸市、
三重県伊勢市、大阪府箕面市、福岡県。
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	 図表2-1-3	 地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進

【(１)学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証】（R5補正予算額：4.1億円）
①実証地域（自治体の首長部局）での開発・実証
自治体の首長部局において、専門家を活用するなど、学校における対応のほかに、いじめの相談から解消まで
関与する手法等の開発・実証を②と連携して行う。

（開発・実証イメージ）
・令和5年度に未実施の地域（ブロック）や、都道府県レベルでの実証地域の拡充
・相談対応のみならず、首長部局がいじめ解消まで関与すること、関係部局等との連携体制を構築することを前提
・いじめの長期化・重大化を防止する観点から、以下のテーマ等にも重点的に取り組む
➢学校以外の集団におけるいじめに対応するための体制構築（認知時の情報共有、指導者等への研修など）
➢被害児童生徒・保護者支援のための体制構築（首長部局側が提供する適切な支援者が被害児童
生徒・保護者の思いの整理や、教育委員会等との調整にあたるなど）

②実証地域への専門的助言や効果検証及び重大事態報告書の分析等
①の実証地域における取組への専門的助言や効果検証の伴走支援等（民間団体等に委託）

【(２)いじめ調査アドバイザーの活用】 （R６当初予算額：0.1億円）
いじめ重大事態調査については、委員の第三者性確保の課題等により調査の着手が遅れるなど問題が指摘
されており、調査の第三者性確保の観点から、法律、医療、教育、心理、福祉等の専門家をいじめ調査アドバ
イザーとして委嘱し、自治体等から寄せられた人選・調査方法に係る相談に対して、助言を行う。

（１）①実証地域（首長部局）での開発・実証 【委託先】 都道府県、市区町村
【補助割合等】 委託費（国10/10）

②実証地域への専門的助言や効果検証等 【委託先】 民間団体等（1団体）
【補助割合等】 委託費（国10/10）

（２）いじめ調査アドバイザーの活用 【実施主体等】 国が専門家に委嘱

いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、文部科学省など関係省庁の連携の下、こども家庭庁が学校外からのアプローチによるいじ
め防止対策に取り組むことで、学校におけるアプローチ等と相まって、いじめの長期化・重大化防止、重大事態の対処の適切化を推進する。

文部科学省

いじめ防止対策推進法に基
づく適切な対応と相まって、重
大事態に至った事案の適切な
対処を推進

学校におけるアプローチの強
化と相まって、いじめの長期化・
重大化防止に資する首長部局
における取組をモデル化

地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進
令和５年度補正予算額：4.1億円
令和６年度当初予算額：0.1億円（2.1億円）１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体・委託先等

こ ど も 家 庭 庁

連携

社会総がかりのいじめ防止対策を推進

(1)①実証地域 R5当初予算 R5補正予算

予算箇所数 8ヵ所 35ヵ所

補助率等 委託費（国10/10） 委託費（国10/10）

＊委託事業としては、令和7年度を目途に終了させる想定

※（）内は前年度当初予算額

資料：こども家庭庁作成

②　困難な問題を抱える女性への対応
（困難な問題を抱える女性への支援や、DVに係る保護命令の対象を拡大する等の法改正
が行われた）

女性が抱える困難な課題は、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害や家庭関係の
破綻、生活困窮など、多様化するとともに複合化し、そのために複雑化している。このよ
うな状況は、新型コロナ禍でより顕在化し、孤独・孤立対策といった視点を含め、新たな
女性支援強化が喫緊の課題となった。

こうしたなか、困難な問題を抱える女性を支援する施策を、従前の根拠法であった旧売
春防止法から脱却させ、支援対象者の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁護等を理念とす
る新たな支援の仕組みを構築する「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令
和4年法律第52号）が2022（令和4）年度に成立し、2024（令和6）年4月から施行さ
れている（図表2-1-4）。同法においては、発見、相談、心身の健康の回復のための援助
等多様な支援を包括的に提供する体制を整備するとともに、関係機関と民間の団体の協働
により、早期から切れ目なく支援を行うこととされている。

また、配偶者からの暴力（DV）被害者については、2001（平成13）年に「配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成13年法律第31号。以下「DV防
止法」という。）が施行され、2023（令和5）年5月には、保護命令制度の拡充や切れ目
ない支援を行うための多機関連携の強化を内容とするDV防止法の一部を改正する法律が
成立した。具体的には、接近禁止命令の発令要件について、「更なる身体に対する暴力に
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より生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」から、「更なる身体に対す
る暴力又は生命・身体・自由・名誉・財産等に対する脅迫により生命又は心身に重大な危
害を受けるおそれが大きいとき」に拡大し、重篤な精神的被害を受けた場合にも接近禁止
命令等の対象になりうることとなった（図表2-1-5）。改正DV防止法は、2024（令和6）
年4月1日から施行されている。

	 図表2-1-4	 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（概要）

103 

 

 1 

資料：厚生労働省社会・援護局作成 2 

 3 

【【図図２２－－１１－－５５】】  DDVV防防止止法法のの改改正正にによよるる新新たたなな保保護護命命令令制制度度（（パパンンフフレレッットト））  4 

        5 
  6 

資料：厚生労働省社会・援護局作成
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	 図表2-1-5	 DV防止法の改正による新たな保護命令制度（パンフレット）

保護命令の要件

接近禁止命令等の対象となる「脅迫」の具体的な内容は何ですか。

接近禁止命令等の対象となる脅迫は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫」です。例えば、
次の行為などが対象となり得ると考えられますが、具体的な言動が、接近禁止命令等の対象となる「脅迫」に該当するか否かは、
個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断することとなります。

自由に対する脅迫

● 身体・行動の自由への脅迫：部屋に閉じ込め、外出しようとすると怒鳴るなど
● 謝罪に関する意思の自由への脅迫：土下座を強制するなど
● 職業選択の自由への脅迫：従わなければ仕事を辞めさせると告げるなど
また、性的自由に対して害を加える旨の告知も該当し得ます。

名誉に対する脅迫
● 性的な画像を広く流布させると告げるなど
● 悪評をネットに流して攻撃すると告げるなど

財産に対する脅迫

● キャッシュカードや通帳を取り上げると告げるなど

（注）これらのほか、個別具体的な状況により、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知」と認められるものは、「脅迫」に該当し得ます。

Q

A

接近禁止命令等の要件のうち、「生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きい」の具体的な内容は何ですか。

「重大な危害」とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害のことです。「心身に重大な危害」のうち、「心」（精神）への重大な
危害としては、うつ病、心的外傷後ストレス障害（PTSD）、適応障害、不安障害、身体化障害が考えられます。配偶者からの
身体に対する暴力又は脅迫を受けたことにより、これらのうつ病等の通院加療を要する症状が出ており、配偶者からの更なる
身体に対する暴力又は脅迫を受けるおそれがある場合には、基本的に、「重大な危害を受けるおそれが大きい」と評価し得る
ものと考えられます。また、迅速な裁判（法第13条）の観点から、上述の「うつ病等の通院加療を要する症状が出て」いるという
事実を立証するため、申立ての際に、うつ病等についての医師の診断書を添付することが必要となります。

（注）診断書の添付とは別に、身体に対する暴力又は脅迫を受けたこと、配偶者からの暴力とうつ病等の因果関係、更なる身体に対する暴力又は脅迫を受ける
　　おそれが大きいこと等の他の要件について、主張・立証が必要となります。なお、発令されるかどうかは、証拠に基づき裁判所が判断することになります。

Q

A

男性の被害者が申立てをすることはできますか。また、同性カップル間の暴力は対象になりますか。

被害者の性別は問いません。男性の被害者も申立てをすることができます。
また、同性カップル間の暴力についても、保護命令の対象となった例があります。

Q

A

※「重大な危害」とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害のことです。
※上記のほか、命令ごとに異なる要件があります。

《接近禁止命令》

身体に対する暴力
or

生命/身体に対する脅迫
or

自由/名誉/財産に対する脅迫

を受けた者が
身体に対する暴力

or
生命/身体に対する脅迫

or
自由/名誉/財産に対する脅迫

により

《退去等命令》

身体に対する暴力
or

生命/身体に対する脅迫

配偶者からの

を受けた者が 身体に対する暴力
を受けること により

生命/心身に対する
重大な危害※を
受けるおそれが

大きいとき

生命/身体に対する
重大な危害※を
受けるおそれが

大きいとき

配偶者からの

配偶者からの

更なる

更なる

若年者のこころの不調の相談窓口である、
あだち若者サポートテラスSODAを訪ね、
お話を伺った。

地域でどのように実践・貢献できるか
2022（令和4）年7月、若年者のこころ

の不調の早期相談・早期支援を目的に、あだ
ち 若 者 サ ポ ー ト テ ラ スSODA（ 以 下

「SODA」）はスタートした。足立区の事業
として、委託を受けた医療法人財団厚生協
会・東京足立病院が開設し、運営している。
SODAは厚生労働科学研究・MEICISプロ
ジェクトの一環で開設され、地域における若
年者への相談支援が活発なオーストラリアを
参考にしたという。

SODAでは、足立区に在住・在学・在勤

するおおむね15歳から25歳の方を対象に
相談・支援を行っている。地域でどのように
実践・貢献できるか、何ができるかを常に考
えながら運営することを理念として活動して
いる。

足立区の中でも交通アクセスが良く、大学
のキャンパスも多い北千住という場所を選ん
だことも、また、建物の外観を木の温もりが
感じられる造りにしたことも、相談へのハー
ドルをできるだけ感じさせないための、活動
理念に基づく細やかな配慮だ。
「思春期の若者がこころの不調を感じたら、

深刻化する前に相談ができ、必要に応じて適
切な支援や治療を受けられる社会づくりが必
要です」。そう話すのは、SODAの室長で精
神科医の内野敬さんだ。

地域における若年者のメンタルヘルスへの取組み
（あだち若者サポートテラスSODA）コラム
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気持ちを整理することからサポート
SODAでは、精神科医、精神保健福祉士、

公認心理師など多職種の専門チームが、相談
者に合った方法で問題解決に一緒に取り組
む。初回相談の1時間で、生活状況やこころ
の不調の確認を行い、継続の希望があれば、
おおむね半年の間に複数回、相談支援を行
う。時には、相談者の家族や学校関係者も同
席し、一緒に話すこともあるという。さら
に、個別就労支援（IPS）により、相談者が
希望する就職先を一緒に地域で探すことから
サポートし、就労に至るまで手厚く伴走する
こともある。もちろん、相談は何度でも無料
だ。

困りごとはなんでもOK、上手に話せなく
てもOKなど、どのようなことでもワンス
トップで傾聴する姿勢で臨み、まずは相談者
の気持ちを整理するところからサポートして
いく。必要があれば、医療機関や様々な専門
機関への橋渡しもSODAから行う。根底に
あるのは、相談者をたらい回しにしたくない
という強い思いだ。相談者の状況に応じ、医
療機関への橋渡しにスタッフが同行すること
もある。

保健室のように思ってもらえたら
相談者は、高校生や大学を卒業したての若

者が多い。相談内容は、不登校や就職など多
岐にわたるが、本人の考えを否定せず、まず
受け止めることを何よりも大切にしている。

「相談を楽しい場と思ってもらいたい」とい

う願いから、実際の悩みのほかにも、趣味の
話や生きがいについて語り合うことさえある。

とはいえ、半年という期間の中で、連絡や
相談が途絶えてしまう若者もおり、対応の難
しさを感じる時もあるという。そういった場
合は、LINEでメッセージを送りアプローチ
を試みる。直接電話するのではなく、若者世
代の感覚に沿ったコミュニケーションを心が
けているという。

嬉しい発見もある。初回相談を終えた相談
者のうち、2回目以降の相談でも対面でのコ
ミュニケーションを望む若者が、想定以上に
多かったことだ。スタッフの中でも新たな気
づきだったという。どんなことでもまず傾聴
するというSODAの窓口には、また来たい
と思わせる雰囲気があるのだろう。「なんで
も話せる保健室のように思ってもらいたいん
です。半年という期間の中で、スタッフも驚
くような成長を見せる若い方もいらっしゃる
んですよ」。SODAの主任で精神保健福祉士
の小辻有美さんは、にこやかにそう話してく
れた。

広がるつながりとさらなる可能性
開設以来、SODAは近隣の様々な機関へ

の電話や訪問を通じて、自らの活動の紹介を
行ってきた。その結果、教員などから相談を
勧められた若者が来所することも多い。ま
た、相談者自身が周囲にSODAの存在を発
信してくれることで、新たな相談者の相談支
援につながるケースもあるそうだ。
「潜在的なニーズを自分たちだけで掘り起

こしていくのは難しいので、こういった宣伝
効果は大きい。困っていそうな人がいたら話
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③　依存症を抱える人への支援と周囲の理解を深める取組み
（依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復可能な疾患である）

前章第1節で近年の薬物事犯の状況について確認したが、ここでは、薬物を含め、アル
コールやギャンブル等の自分の意思ではやめられなくなってしまう「依存症」という疾患
に罹った人たちに対する支援の取組みについて触れておきたい。なお、薬物対策について
は次節で詳しくみていく。

人は誰しも、不安や緊張を和らげたり、嫌なことを忘れたりするために、ある特定の行
為をすることがあるが、それを繰り返しているうちに脳の回路が変化して、自分の意思で
はやめられない状態になってしまうことがある。前章第2節でみたように、これを依存症
というが、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症は、適切な治療とその後の支援に
よって、回復可能な疾患である。

厚生労働省では、依存症対策地域支援事業により、都道府県と指定都市等における依存
症相談員を配置した相談拠点の設置を進めているほか、依存症を抱える人やその家族が、
適切な治療や相談支援を受けることができるよう、依存症専門医療機関や依存症治療拠点
機関、依存症の相談拠点の整備を進めるとともに、自助グループを含む民間団体への支援
を通じて地域体制の整備を行っている（図表2-1-6）。

さらに、我が国では、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターを依存症対策全国
拠点機関と位置づけ、アルコール、薬物、ギャンブル等に対応した相談・治療等について
オンライン等を活用した指導者の育成や情報発信等を行い、依存症治療・支援体制の整備
を推進している。

を聞いて、一緒に相談に行ってみる。そう
いった社会になっていけたら」。内野室長は、
最後にそう穏やかに語ってくれた。

このようなつながりを起点に、地域の中で
こころの不調に対する早期対応や予防の意識
が高まれば、社会も少しずつ変わっていくの
ではないだろうか。

現在、SODAでは、足立区での取組みの
検証を進めながら、東邦大学医学部が行う他
の自治体等へのコンサルティングにも協力し
ているという。今後、こうした取組みが多く
の地域に広がり、悩みを抱える若者達の身近
なところに「保健室のような相談窓口」が増
えていくことが期待される。
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	 図表2-1-6	 依存症対策の全体像

105 

 

 1 
資料：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部作成 2 

 3 

（（依依存存症症をを抱抱ええるる人人ととそそのの家家族族がが直直面面すするる社社会会的的障障壁壁をを取取りり除除くくたためめのの取取組組みみもも行行わわれれてて4 

いいるる））  5 

その一方で、依存症に関する正しい知識と理解が得られていない上、依存症へのスティ6 

グマ（差別や偏見）もあり、依存症を抱える人やその家族が適切な治療や支援に結びつい7 

ていないという課題がある。 8 

このため、厚生労働省では、依存症の理解を深めるための普及啓発事業として、関連イ9 

ベントの情報や依存症を知るきっかけとなる漫画なども配信する特設ページも開設してい10 

るほか、SNSを活用した情報発信を行っている（図２－１－７）。 11 

 12 

  13 

【【図図２２－－１１－－７７】】  特特設設ササイイトト「「依依存存症症のの理理解解をを深深めめよようう。。回回復復をを応応援援しし受受けけ入入れれるる社社会会14 

へへ」」  15 

資料：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部作成

（依存症を抱える人とその家族が直面する社会的障壁を取り除くための取組みも行われて
いる）

その一方で、依存症に関する正しい知識と理解が得られていない上、依存症へのスティ
グマ（差別や偏見）もあり、依存症を抱える人やその家族が適切な治療や支援に結びつい
ていないという課題がある。

このため、厚生労働省では、依存症の理解を深めるための普及啓発事業として、関連イ
ベントの情報や依存症を知るきっかけとなる漫画なども配信する特設ページも開設してい
るほか、SNSを活用した情報発信を行っている（図表2-1-7）。
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	 図表2-1-7	 特設サイト「依存症の理解を深めよう。回復を応援し受け入れる社会へ」
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  1 

  2 

【【ココララムム（（事事例例））】】誰誰一一人人置置きき去去りりににししなないい～～豊豊かかなな「「未未来来をを創創造造」」すするる～～((NNPPOO 法法人人ジジャャ3 

パパンンママッックク  福福岡岡))  4 

  5 

２２  職職場場ででのの取取組組みみ  6 

（（第第 1144次次労労働働災災害害防防止止計計画画でではは、、「「労労働働者者のの健健康康確確保保対対策策のの推推進進」」ににもも重重点点的的にに取取りり組組んん7 

ででいいるる））  8 

前章第３節でみたように、職場では精神障害の労災認定を受ける人が増加しているほか、9 

メンタルヘルス不調により連続１ヶ月以上休業または退職した労働者がいる事業所割合は、10 

この３年間、約１割で推移している。働く人のこころの健康を守るために、職場ではどの11 

ような取組みが行われているのだろうか。 12 

厚生労働省「令和４年労働安全衛生調査（実態調査）」によると、メンタルヘルス対策13 

に取り組んでいる割合については、使用する労働者数 50 人以上の事業場では 91.1％と高14 

い一方で、使用する労働者数 50人未満の小規模事業場では、30～49人で 73.1％、10～2915 

人で 55.7％となっており、メンタルヘルス対策への取組みが低調であることが示唆されて16 

いる。 17 

こうしたなかで、2023（令和５）年３月、第 14 次労働災害防止計画（以下「14 次防」18 

という。）が策定され、2023（令和５）年度から 2027（令和９）年度までの５年間に、労19 

働災害を減少させるために重点的に取り組む事項が取りまとめられた。14次防では、重点20 

的に取り組む事項のひとつとして、働く人のこころの健康を守る取組みを含む「労働者の21 

健康確保対策の推進」が掲げられ、2027（令和９）年までに、メンタルヘルス対策に取り22 

組む事業場の割合を 80％以上とする等を目標として取り組むこととされている。 23 

さらに 14 次防では、「労働者の健康確保対策」として、メンタルヘルス対策、過重労働24 

対策、産業保健活動の３つの柱を、事業者に求める具体的な取組みに位置づけている。 25 

ここでは、メンタルヘルス対策の観点から、ストレスチェック、ハラスメントの防止、26 

依存症の問題を抱えた方の回復と成長の支
援を、本人、その家族、職員が一体となって
取り組むジャパンマック福岡を紹介する。

あらゆる面からサポート
東京、神奈川、福岡で施設を運営する

NPO法人ジャパンマックの一員であるジャ
パンマック福岡は、依存症からの回復と成長
を目指す方々を支援する施設として、2013

（平成25）年から福岡市で活動している。
その活動の範囲は広く、①生活訓練施設

（2カ所）、②共同生活・自立生活の援助施設、
③就労の移行・定着支援施設、④就労継続の
支援施設、⑤訪問看護事業所、⑥カウンセリ
ング事業所、⑦おとな食堂（居場所づくり）、
⑧触法依存症者の支援など多岐にわたる。現
在の施設利用者数は100人を超え、10代～
80代の男女の利用者をあらゆる面から支援
を行っている。

＊1	 マック（MAC）とは、Maryknoll Alcohol Centerの略称を表す。

誰誰一一人人置置きき去去りりににししなないい～～豊豊かかなな「「未未来来をを創創造造」」すするる～～  

（（NNPPOO法法人人ジジャャパパンンママッックク▲▲<<ffnn>>11<<//ffnn>>♪♪福福岡岡））  

 

依存症の問題を抱えた方の回復と

成長の支援を、本人、その家族、職員

が一体となって取り組むジャパンマ

ック福岡を紹介する。 

 

ああららゆゆるる面面かかららササポポーートト  

東京、神奈川、福岡で施設を運営

する NPO法人ジャパンマックの一員

であるジャパンマック福岡は、依存

症からの回復と成長を目指す方々を

支援する施設として、2013（平成

25）年から福岡市で活動している。 

その活動の範囲は広く、➀生活訓

練施設（２カ所）、②共同生活・自立

生活の援助施設、③就労の移行・定

着支援施設、④就労継続の支援施

設、⑤訪問看護事業所、⑥カウンセ

リング事業所、⑦おとな食堂（居場

所づくり）、⑧触法依存症者の支援な

ど多岐にわたる。現在の施設利用者

数は 100人を超え、10代～80代の男

女の利用者をあらゆる面から支援を

行っている。 

 

 
 

依依存存症症かからら本本質質的的にに回回復復すするるここととをを

                         
▲<fn>1</fn>♪ マック（ＭＡＣ）とは、Maryknoll Alcohol Centerの略称を表す。 

目目指指すす  

ジャパンマック福岡では、「AAの

12ステッププログラム（アメリカで

始まったアルコール依存症からの回

復方法）」の活用と、参加者同士の経

験の分かち合い（相互支援）を回復

に向けた取組みの中心に据えてい

る。お互いの経験を語り、ストレス

の対処方法や、回復に必要な思考を

学び、依存症の本質的な問題である

生きづらさと向き合うことで人間的

成長を目指している。 

また、医療機関への同行支援や、

臨床心理士等による継続的なカウン

セリング、訴訟における情状証人と

しての出廷などの支援も行ってい

る。 

設立当初はアルコールやギャンブ

ルの相談がほとんどであったが、現

在は、性嗜好障害、窃盗症、市販

薬・処方薬依存などに関する相談も

増えてきており、依存症が多様化し

ているという。 

 

回回復復ププロロググララムム～～ああるる日日のの発発言言～～  

ある日のミーティングでは、1年間

プログラムを受けて回復の終盤ステ

ップにある方が、仲間と共に課題に

取り組んでいた。「みんなから、顔つ

きも発言内容も、以前と異なると言

われた。12ステッププログラムや生

活訓練をすることで、身体だけでな

く、考え方も健康になった。以前

は、さみしさを感じたらギャンブル

をしていた。今は、ここで出会った

 

 

依存症から本質的に回復することを目指す
ジャパンマック福岡では、「AAの12ス

テッププログラム（アメリカで始まったアル
コール依存症からの回復方法）」の活用と、
参加者同士の経験の分かち合い（相互支援）
を回復に向けた取組みの中心に据えている。
お互いの経験を語り、ストレスの対処方法
や、回復に必要な思考を学び、依存症の本質
的な問題である生きづらさと向き合うことで
人間的成長を目指している。

また、医療機関への同行支援や、臨床心理

誰一人置き去りにしない～豊かな「未来を創造」する～
（NPO法人ジャパンマック＊1福岡）コラム
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士等による継続的なカウンセリング、訴訟に
おける情状証人としての出廷などの支援も
行っている。

設立当初はアルコールやギャンブルの相談
がほとんどであったが、現在は、性嗜好障
害、窃盗症、市販薬・処方薬依存などに関す
る相談も増えてきており、依存症が多様化し
ているという。

回復プログラム～ある日の発言～
ある日のミーティングでは、1年間プログ

ラムを受けて回復の終盤ステップにある方
が、仲間と共に課題に取り組んでいた。「み
んなから、顔つきも発言内容も、以前と異な
ると言われた。12ステッププログラムや生
活訓練をすることで、身体だけでなく、考え
方も健康になった。以前は、さみしさを感じ
たらギャンブルをしていた。今は、ここで出
会った仲間と話したり、運動をしたりして対
処している」と、少し恥ずかしそうな笑顔を
浮かべながら、嬉しそうに語っていた。ほか
の方からも、「今まで自分一人で考えすぎて
いた。今は仲間に話せる」「ギャンブルでスト
レスを発散しているつもりが、逆にストレス
をためていた。自分のストレスサインがわか
るようになった」といった発言が聞かれた。

家族も置き去りにしない。家族が変われ
ば、回復の近道となる

依存症のストレスは本人だけの問題ではな
い。家族も大きなストレスを感じ、接し方に
迷い、誰にも相談できず孤立していることが
ある。ジャパンマック福岡では、そうした家
族への支援にも力を入れている。毎月、「ク
ラフト勉強会（アメリカで開発された依存症
者と家族のためのプログラム）」を開催する
とともに、定期的なカウンセリングや家族同
士の相互学習の場を設けている。

ある日の勉強会では、本人と対立せずに治
療へつなげる声がけを学んでいた。「ここに
参加するようになってから、息子との距離感
が段々わかってきた。学ぶことにより、介護
している母への声がけも変わり、母とも良好
な関係ができている」という発言が聞かれ
た。息子がギャンブル依存で家出していると

いう家族に、かつて夫がギャンブル依存で失
踪した経験があるという方が、夫の回復まで
の経験を話していた。なかには、家族の回復
を支援し続けるために、7年ほど継続して参
加している方もいた。30家族ほど集まるこ
ともあり、どこにも相談できなかった家族
が、励ましと希望を与え合う場となってい
た。

施設長は「家族が依存症という病気への理
解を深めると、家族の行動が変わり、それが
本人の行動を変え、回復につながる。家族は
依存問題の解決の中核を担う人々だ」と語
る。

様々な関係機関と連携した支援
ジャパンマック福岡では、支援が必要な人

に適切な支援を届けるべく、県や市、精神保
健福祉センターをはじめ、警察、保護観察
所、地方更生保護委員会などとの連携にも取
り組んでいる。こうした連携は、依存症の方
の早期発見・早期支援につながるだけでな
く、研修会の開催や講師の派遣により、関係
機関や地域における依存症に対する正しい知
識の普及にも寄与している。

誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社
会を目指して

ジャパンマック福岡は、誰もがありのまま
でいられる平和な社会づくりをビジョンに掲
げる。「今までの人生において失敗した経験
が多いと、治療への動機付けが難しい。依存
症は心の病気ではなく、脳の病気であると
知ってほしい。意思が強ければ克服できると
いうものではない。適切な治療や支援が必要
だ」と施設長は語る。実は、施設長自身も依
存症の経験者であることを公表している。
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	2	職場での取組み
（第14次労働災害防止計画では、「労働者の健康確保対策の推進」にも重点的に取り組ん
でいる）

前章第3節でみたように、職場では精神障害の労災認定を受ける人が増加しているほか、
メンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業または退職した労働者がいる事業所割合は、
この3年間、約1割で推移している。働く人のこころの健康を守るために、職場ではどの
ような取組みが行われているのだろうか。

厚生労働省「令和4年労働安全衛生調査（実態調査）」によると、メンタルヘルス対策
に取り組んでいる割合については、使用する労働者数50人以上の事業場では91.1％と高
い一方で、使用する労働者数50人未満の小規模事業場では、30～49人で73.1％、10～
29人で55.7％となっており、メンタルヘルス対策への取組みが低調であることが示唆さ
れている。

こうしたなかで、2023（令和5）年3月、第14次労働災害防止計画（以下「14次防」
という。）が策定され、2023（令和5）年度から2027（令和9）年度までの5年間に、労
働災害を減少させるために重点的に取り組む事項が取りまとめられた。14次防では、重
点的に取り組む事項のひとつとして、働く人のこころの健康を守る取組みを含む「労働者
の健康確保対策の推進」が掲げられ、2027（令和9）年までに、メンタルヘルス対策に
取り組む事業場の割合を80％以上とする等を目標として取り組むこととされている。

さらに14次防では、「労働者の健康確保対策」として、メンタルヘルス対策、過重労働
対策、産業保健活動の3つの柱を、事業者に求める具体的な取組みに位置づけている。

ここでは、メンタルヘルス対策の観点から、ストレスチェック、ハラスメントの防止、
勤務間インターバル制度の導入、そして治療と仕事の両立支援について取り上げる。

また、前章第1節でみたように、子育てや介護も、働き盛りのこころの健康に影響を及
ぼしうる主なライフイベントのひとつであった。働きながら子育てや介護といったライフ
イベントに向き合う人々を支援する育児や介護との両立支援の取組みについても整理す
る。

「制度の枠組みから漏れた人を救いたい。置
き去りにされがちな人も救いたい。そのよう
な人たちのことも考え、受け皿があるという
社会は、豊かな社会だと思いませんか」その
語り口から、かつての自分と同じ苦しみを味
わう人を決して置き去りしないという熱い思
いが伝わってきた。

ジャパンマック福岡は、自らを「回復共同
体」と捉えている。施設長だけでなく、職員
の多くが依存症の当事者だ。職員からは「か

けた言葉がブーメランで自分に返ってきて、
胸に突き刺さる」「経験が役に立つ。自分を
律する。自分もしっかりせねばとなる」「嘘
はわかる」といった経験者ならではの声も聞
かれた。施設利用者からも「理解してもらえ
る」「相談しやすい」などと好評だ。

職員と施設利用者という立場を超えて、当
事者同士が本気で支え、本気で取り組むジャ
パンマック福岡。今後の活動にも注目した
い。
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（1）	ストレスチェック制度
（労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促す）

事業場におけるメンタルヘルス対策の取組みは、その実施目的から、一次予防、二次予
防、三次予防の3つに分類される（図表2-1-8）。ストレスチェック制度は、労働者のス
トレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、高ストレス者
に対する医師の面接指導を実施することや、ストレスチェック結果を集団的に分析し、職
場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘ
ルス不調となることを未然に防止する一次予防を主な目的として、2015（平成27）年
12月に施行された制度である（図表2-1-9）。

ストレスチェック制度は、労働者数 50 人以上の事業場に実施義務がある（この場合の
「労働者」には、パートタイム労働者や派遣労働者も含まれる。）。また、労働者数50人未
満の事業場については、当分の間、努力義務とされているが、労働者のメンタルヘルス不
調の未然防止のため、できるだけ実施されることが望ましいことから、厚生労働省では、
ポータルサイト「こころの耳」を通じたストレスチェック導入の支援や「ストレスチェッ
ク制度サポートダイヤル」による相談支援（後述参照）などを行っている。

	 図表2-1-8	 事業場のメンタルヘルス対策におけるストレスチェック制度の位置づけ
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勤務間インターバル制度の導入、そして治療と仕事の両立支援について取り上げる。 1 

また、前章第１節でみたように、子育てや介護も、働き盛りのこころの健康に影響を及2 

ぼしうる主なライフイベントのひとつであった。働きながら子育てや介護といったライフ3 

イベントに向き合う人々を支援する育児や介護との両立支援の取組みについても整理する。 4 

  5 

（（１１））スストトレレススチチェェッックク制制度度  6 

（（労労働働者者ののスストトレレススのの程程度度をを把把握握しし、、労労働働者者自自身身ののスストトレレススへへのの気気づづききをを促促すす））  7 

事業場におけるメンタルヘルス対策の取組みは、その実施目的から、一次予防、二次予8 

防、三次予防の３つに分類される（図２－１－８）。ストレスチェック制度は、労働者の9 

ストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、高ストレス10 

者に対する医師の面接指導を実施することや、ストレスチェック結果を集団的に分析し、11 

職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタル12 

ヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を主な目的として、2015（平成 27）年13 

12月に施行された制度である（図２－１－９）。 14 

ストレスチェック制度は、労働者数 50 人以上の事業場に実施義務がある（この場合の15 

「労働者」には、パートタイム労働者や派遣労働者も含まれる。）。また、労働者数 50 人16 

未満の事業場については、当分の間、努力義務とされているが、労働者のメンタルヘルス17 

不調の未然防止のため、できるだけ実施されることが望ましいことから、厚生労働省では、18 

ポータルサイト「こころの耳」を通じたストレスチェック導入の支援や「ストレスチェッ19 

ク制度サポートダイヤル」による相談支援（後述参照）などを行っている。 20 

 21 

【【図図２２－－１１－－８８】】  事事業業場場ののメメンンタタルルヘヘルルスス対対策策ににおおけけるるスストトレレススチチェェッックク制制度度のの位位置置づづ22 

けけ  23 

 24 
資料：厚生労働省労働基準局作成
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	 図表2-1-9	 職業性ストレス簡易調査票（57項目）
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資料：厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」 1 

 2 

【【図図２２－－１１－－９９】】  職職業業性性スストトレレスス簡簡易易調調査査票票（（5577項項目目））  3 

   4 

 5 

（（集集団団分分析析はは、、業業務務実実態態ににああっったた分分析析単単位位でで実実施施すするるここととがが望望ままししいい））  6 

集団分析は、より適切な職場環境改善5を行うために、部署や職種、職位・職階等、業7 

務実態にあった分析単位で実施することが望ましい。また、部署別の比較等のほか、過去8 

の結果と比較し、職場のストレス状況の変化を確認することも重要である。 9 

なお、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導10 

結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」6では、集団ごとの集計・分析に際し、11 

                         
5 職場環境の改善とは、職場の物理的レイアウト、労働時間、作業方法、組織、人間関係などの

職場環境を改善することで、労働者のストレスを軽減しメンタルヘルス不調を予防しようとする

方法である。改善の対象となる職場環境には様々なものが含まれる。仕事のストレスに関する代

表的な理論である「仕事の要求度－コントロールモデル」では、仕事の要求度（仕事量や責任な

ど）と仕事のコントロール（裁量権）のバランス、特に仕事の要求度に見合うように仕事のコン

トロールを与えることが重要であるとされている。 
6 平成 27年４月 15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第１号。ストレスチェ

ックと面接指導の結果に基づき事業者が講ずべき措置が適切に実施されるため、ストレスチェッ

クと面接指導の具体的な実施方法や、面接指導の結果についての医師からの意見の聴取、就業上

の措置の決定、健康情報の適正な取扱い、労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定め

られている。 

（集団分析は、業務実態にあった分析単位で実施することが望ましい）
集団分析は、より適切な職場環境改善＊5を行うために、部署や職種、職位・職階等、業

務実態にあった分析単位で実施することが望ましい。また、部署別の比較等のほか、過去
の結果と比較し、職場のストレス状況の変化を確認することも重要である。

なお、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導
結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」＊6では、集団ごとの集計・分析に際し、
集計・分析の単位が10人を下回る場合、実施者は集計・分析の対象となる全労働者の同
意を取得しない限り、原則として、事業者に集計・分析の結果を提供してはならないとさ
れていることに留意する必要がある。

（集団分析の結果を活用した職場環境改善は、14次防の具体的取組みのひとつである）
ストレスチェック制度は、PDCAサイクルに沿って、組織的に取り組むことが重要で

ある（図表2-1-10）。
特に、集団分析とその結果を活用した職場環境改善は、労働安全衛生法令では努力義務

となっているが、ストレスチェック制度の主目的である一次予防を推進するための重要な
手段である。労働者のストレスの原因となる職場環境を継続的に改善していくための重要
＊5	 職場環境の改善とは、職場の物理的レイアウト、労働時間、作業方法、組織、人間関係などの職場環境を改善することで、労働者のスト

レスを軽減しメンタルヘルス不調を予防しようとする方法である。改善の対象となる職場環境には様々なものが含まれる。仕事のストレ
スに関する代表的な理論である「仕事の要求度－コントロールモデル」では、仕事の要求度（仕事量や責任など）と仕事のコントロール

（裁量権）のバランス、特に仕事の要求度に見合うように仕事のコントロールを与えることが重要であるとされている。
＊6	 平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号。ストレスチェックと面接指導の結果に基づき事業者が

講ずべき措置が適切に実施されるため、ストレスチェックと面接指導の具体的な実施方法や、面接指導の結果についての医師からの意見
の聴取、就業上の措置の決定、健康情報の適正な取扱い、労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定められている。
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なステップとなることから、14次防においても、事業者が取り組むことのひとつに、集
団分析を活用した職場環境の改善まで実施することにより、メンタルヘルス不調の予防を
強化することが盛り込まれた。

ストレスチェックを通じ、働く人が自身のストレスに気づき、医師による面接指導等を
通じて、ストレスの予防、軽減に積極的に取り組むことを促すとともに、事業者が職場の
ストレス状況の確認にも取り組み、高ストレス者の多い部署などについて、業務内容や労
働時間など他の情報と合わせて、仕事の量的・質的負担や周囲からの支援の有無等を評価
し、健康リスクが高い場合には、職場環境の改善につなげることが求められる。

また、こうした取組みには、たとえば、労働者数50人以上の事業場において設置が義
務づけられている衛生委員会等の場を活用した職場環境改善に向けた議論の活性化や、産
業医等の専門的知見の活用なども求められる。

	 図表2-1-10	 ストレスチェックと面接指導の実施の流れ
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 1 

資料：厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」 2 

 3 

（（ポポーータタルルササイイトト「「こここころろのの耳耳」」ななどどでで、、スストトレレススチチェェッッククのの情情報報提提供供等等をを行行っってていいるる））  4 

厚生労働省では、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じて、5 

事業者、産業医等の産業保健スタッフ、働く人などに対し、メンタルヘルス対策の基礎知6 

識、事業場の取組み事例、「５分でできる職場のストレスセルフチェック」などのセルフ7 

ケア支援ツール、メンタルヘルスに関する研修資料の提供など総合的な情報提供等を行っ8 

ている（図２－１－11）。 9 

また、独立行政法人労働者健康安全機構において、「ストレスチェック制度サポートダ10 

イヤル」を開設し、産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等11 

ストレスチェック制度担当者等を対象として、ストレスチェック制度の実施方法、実施体12 

制、不利益な取扱いなどに関する相談に対応している（図２－１－12）。 13 

 14 

【【図図２２－－１１－－1111】】  働働くく人人ののメメンンタタルルヘヘルルスス・・ポポーータタルルササイイトト「「こここころろのの耳耳」」  15 

資料：厚生労働省労働基準局作成

（ポータルサイト「こころの耳」などで、ストレスチェックの情報提供等を行っている）
厚生労働省では、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じて、

事業者、産業医等の産業保健スタッフ、働く人などに対し、メンタルヘルス対策の基礎知
識、事業場の取組み事例、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」などのセルフ
ケア支援ツール、メンタルヘルスに関する研修資料の提供など総合的な情報提供等を行っ
ている（図表2-1-11）。

また、独立行政法人労働者健康安全機構において、「ストレスチェック制度サポートダ
イヤル」を開設し、産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等
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ストレスチェック制度担当者等を対象として、ストレスチェック制度の実施方法、実施体
制、不利益な取扱いなどに関する相談に対応している（図表2-1-12）。

	 図表2-1-11	 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
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 1 

  2 

【【図図２２－－１１－－1122】】  スストトレレススチチェェッックク制制度度ササポポーートトダダイイヤヤルル  3 

 4 
 5 

 6 

＝＝＝【MEMO】産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー（（ささんんぽぽセセンンタタ－－））とと協協会会けけんんぽぽのの連連携携＝＝＝ 7 

全国47都道府県に設置されている産業保健総合支援センター（さんぽセンター）は、産業医や8 

衛生管理者等の産業保健関係者に対する研修を行うとともに、事業主等に対する職場の健康管理9 

への支援を行っている。 10 

 産業保健に関する様々な問題に対応する専門スタッフを有するさんぽセンターは、地域の産業11 

保健の要としての役割を果たしているが、近年、全国健康保険協会（協会けんぽ）の都道府県支12 

部との連携が進んでいる。 13 

	 図表2-1-12	 ストレスチェック制度サポートダイヤル
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【【図図２２－－１１－－1122】】  スストトレレススチチェェッックク制制度度ササポポーートトダダイイヤヤルル  3 

 4 
 5 

 6 

＝＝＝【MEMO】産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー（（ささんんぽぽセセンンタタ－－））とと協協会会けけんんぽぽのの連連携携＝＝＝ 7 

全国47都道府県に設置されている産業保健総合支援センター（さんぽセンター）は、産業医や8 

衛生管理者等の産業保健関係者に対する研修を行うとともに、事業主等に対する職場の健康管理9 

への支援を行っている。 10 

 産業保健に関する様々な問題に対応する専門スタッフを有するさんぽセンターは、地域の産業11 

保健の要としての役割を果たしているが、近年、全国健康保険協会（協会けんぽ）の都道府県支12 

部との連携が進んでいる。 13 

全国47都道府県に設置されている産業保
健総合支援センター（さんぽセンター）は、
産業医や衛生管理者等の産業保健関係者に対
する研修を行うとともに、事業主等に対する

職場の健康管理への支援を行っている。
産業保健に関する様々な問題に対応する専

門スタッフを有するさんぽセンターは、地域
の産業保健の要としての役割を果たしている

産業保健総合支援センター（さんぽセンター）と	
協会けんぽの連携MEMO
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（2）	職場におけるハラスメント対策
（事業主によるパワーハラスメント防止の雇用管理上の措置義務などが法制化された）

前章第1節でみたように、ハラスメントの問題は、職場環境においてこころの健康に大
きな影響を与える要因であるが、都道府県労働局に寄せられる相談は後を絶たない状況が
みられる。こうしたことも踏まえ、職場におけるハラスメント防止対策の更なる強化を図
るため、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務の新設や、セク
シュアルハラスメント等の防止対策の強化等を内容とする「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第24号）が、2019（令和
元）年5月29日に成立し、同年6月5日に公布された（労働施策総合推進法、男女雇用
機会均等法等を改正）（図表2-1-13）。

また、改正後の労働施策総合推進法（以下「改正法」という。）等に基づき、2020（令
和2）年1月15日に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する
問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（以下「パワーハラスメントの
防止のための指針」という。）等が公布された。

パワーハラスメントの防止のための指針には、事業主が講ずべき具体的な措置の内容等
を定めたほか、自社で雇用する労働者以外に対する言動に関し行うことが望ましい取組み
や、顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組み＊7が盛り込まれてい
る。

改正法とパワーハラスメントの防止のための指針等は、2020（令和2）年6月1日から

＊7	 同指針では、顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組みのひとつとして、雇用する労働者が被害を受けることを防止
するための対応マニュアルの作成があげられているが、厚生労働省では2021（令和3）年度に「カスタマーハラスメント対策企業マ
ニュアル」（https：//www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf）を作成・公表し、企業におけるカスタマーハラスメ
ント対策の推進を後押ししている。

が、近年、全国健康保険協会（協会けんぽ）
の都道府県支部との連携が進んでいる。

2023（令和5）年9月、三重さんぽセン
ターと協会けんぽ三重支部は、三重県民の健
康づくりの推進に向けた包括的事業連携に関
する協定を締結し、事業所向けメンタルヘル
スセミナーの共催や、治療と仕事の両立支援
の社内研修や制度整備に関するフォローアッ
プなど、県民の健康づくりの推進に向けた取
組みを、相互に連携・協力して進めていくこ
ととした。

こうした連携協定の締結は、埼玉など他地
域における取組みに続くものであり、全国の
中小企業で働く従業員やその家族約4,000
万人が加入する協会けんぽと、産業保健に豊
富な知見と経験を有するさんぽセンターの連
携強化が、あらゆる職場におけるメンタルヘ

ルス対策の推進に寄与することが期待され
る。

（参考）独立行政法人労働者健康安全機構三
重産業保健総合支援センター（「協会けんぽ
三重支部と当センターは、協定を締結しまし
た（2023年9月25日）」）
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施行された（パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務については、中
小事業主については2022（令和4）年4月1日から施行）。

（都道府県労働局において、ハラスメント防止措置義務について指導を実施している）
改正法の施行後は、都道府県労働局において、ハラスメント防止措置が講じられていな

い事業所に対して措置を講ずるよう指導するとともに、ハラスメント事案が生じた事業所
に対して、適切な事後の対応や再発防止のための取組みが行われるよう指導を実施してい
る。また、労働者と事業主との間で紛争が生じている場合、都道府県労働局長による紛争
解決援助や調停会議による調停により紛争解決の促進を図っている。
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	 図表2-1-13	 ハラスメント対策の強化

（１）国の施策にハラスメント対策を明記（労働施策総合推進法）

○ 国の施策に「「職職場場ににおおけけるる労労働働者者のの就就業業環環境境をを害害すするる言言動動にに起起因因すするる問問題題のの解解決決のの促促進進」」（（ハハララススメメンントト対対策策））をを明明記記
する。

（２）パワーハラスメント防止対策の法制化（労働施策総合推進法）

○ パワーハラスメントとは、「「①①優優越越的的なな関関係係をを背背景景ととししたた」」、、「「②②業業務務上上必必要要かかつつ相相当当なな範範囲囲をを超超ええたた言言動動にによよりり」」
「「③③就就業業環環境境をを害害すするるこことと」」（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）をいうことを明記する。

○ 事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇雇用用管管理理上上のの措措置置を講じることを義務付ける。

○ パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、
厚厚生生労労働働大大臣臣がが「「指指針針」」をを策策定定することとする。

〔〔指指針針でで規規定定すするる内内容容〕〕
・パワハラの具体的な定義
▶ ３つの要素の具体的内容
▶ パワハラに該当する／しない行為例
▶ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに
当たらないこと 等

※ 取引先や顧客等からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）については、法律上の措置義務の対象とはしないが、
指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。

２．ハラスメント対策の強化（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法※の改正）

【背景】 ・ 職場のいじめ・嫌がらせに関する都道府県労働局への相談は
７万２千件超（H29年度）で ６年連続で全ての相談の中でトップ。
・ セクハラの相談件数は約７千件（Ｈ29年度）と高水準にとどまる。

ハラスメントのない社会の実現に向けて、
職場のパワハラ対策、セクハラ対策を強化することが必要

○ パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停
（行政ADR）の対象とするとともに、措置義務等について履行確保（助言、指導、勧告等）のための規定を整備する。

・雇用管理上の措置の具体的内容 （現行のセクハラ防止の措置義務と同様）

▶ 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
▶ 苦情などに対する相談体制の整備
▶ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等

○ 中小事業主に対する配慮等

パワーハラスメント防止対策の措置義務は、中小事業主の施行日に配慮（公布日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定め
る日（令和４年３月31日）までの間は、努力義務とする。）
※その他、事業主による防止措置の実施に関するコンサルティング等の公的支援を実施する。

※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

0

（３）セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法）

② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

労働者が相談等を行うことに躊躇することがないよう、労働者がセクシュアルハラスメント等に関して事業主に相談したこと
等を理由とした不利益取扱いを禁止する。

③ 自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

事業主に対し、他社から雇用管理上の措置の実施（事実確認等）に関して必要な協力を求められた場合に、これに応じる
努力義務を設ける。

※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となるこ
とを指針で明確化する。

④ 調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大

セクシュアルハラスメント等の調停制度について、紛争調整委員会が必要を認めた場合には、関係当事者の同意の有無
に関わらず、職場の同僚等も参考人として出頭の求めや意見聴取が行えるよう、対象者を拡大する。

① セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化

セクシュアルハラスメント等は行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、他の労働者に対する言動に

注意を払うこと等を関係者の責務として明記する。

※パワーハラスメント、いわゆるマタニティハラスメントについても同様（②④も同じ）

1
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事事業業主主がが職職場場ににおおけけるる優優越越的的なな関関係係をを背背景景ととししたた言言動動にに起起因因すするる問問題題にに関関ししてて
雇雇用用管管理理上上講講ずずべべきき措措置置等等ににつついいててのの指指針針概概要要

１．職場におけるパワーハラスメントの内容

＜職場におけるパワーハラスメントとは＞

○ 職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全てみたすもの。
→ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。

職職場場ににおおけけるるパパワワハハララのの
３３要要素素

具具体体的的なな内内容容

① 優越的な関係を背景とし
た言動

○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に
対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるも
の
（例）
・ 職務上の地位が上位の者による言動

・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、
当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの 等

② 業務上必要かつ相当な範
囲を超えた言動

○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又
はその態様が相当でないもの

③ 労働者の就業環境が害さ
れる

○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環
境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者
が就業する上で看過できない程度の支障が生じること

○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当

該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の
支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当

○ 個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止
めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要。

令和２年１月１５日厚生労働省告示第５号

2

２．職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置

３．職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組

４．自らの雇用する労働者以外の者（就活生等）に対する言動に関し行うことが望ましい取組

５．他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為
（いわゆるカスタマーハラスメント）に関し行うことが望ましい取組

（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に
対応すること

（３）職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと ⑦行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること ※⑥⑦は事実確認ができた場合、⑧はできなかった場合も同様

（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

○ セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備
○ 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組
・ コミュニケーションの活性化・円滑化のための研修等や、適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組

○ 労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、雇用管理上の措置の
運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努める

○ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ○ 被害者への配慮のための取組
○ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）

○ 職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、他の事業主の雇用する労働者、
就職活動中の学生等の求職者、個人事業主、インターンシップを行う者等に対しても同様の方針を併せて示す

○ 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努める

資料：厚生労働省雇用環境・均等局作成

（精神障害の労災認定基準においても、パワーハラスメントが明確化・具体化された）
なお、パワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、2020（令和2）年度に精神障害

の労災認定の基準を改正し、「パワーハラスメント」について認定基準に明記した。さら
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に、2023（令和5）年度の精神障害の労災認定基準の改正においては、心理的負荷の強
度が「強」、「中」、「弱」となる具体例としてパワーハラスメントの6類型（「精神的な攻
撃」、「身体的な攻撃」、「過大な要求」、「過小な要求」、「人間関係からの切り離し」、「個の
侵害」）すべての具体例等を明記した（図表2-1-14）。

	 図表2-1-14	 心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
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（（精精神神障障害害のの労労災災認認定定基基準準ににおおいいててもも、、パパワワーーハハララススメメンントトがが明明確確化化・・具具体体化化さされれたた））  1 

なお、パワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、2020（令和２）年度に精神障害の2 

労災認定の基準を改正し、「パワーハラスメント」について認定基準に明記した。さらに、3 

2023（令和５）年度の精神障害の労災認定基準の改正においては、心理的負荷の強度が4 

「強」、「中」、「弱」となる具体例としてパワーハラスメントの６類型全ての具体例等を明5 

記した（図２－１－14）。 6 

 7 

【【図図２２－－１１－－1144】】  心心理理的的負負荷荷にによよるる精精神神障障害害のの労労災災認認定定基基準準のの改改正正概概要要  8 

 9 

資料：厚生労働省労働基準局作成 10 

  11 

（（３３））勤勤務務間間イインンタターーババルル制制度度  12 

（（労労働働時時間間等等設設定定改改善善法法にによよりり勤勤務務間間イインンタターーババルル制制度度導導入入はは事事業業主主のの努努力力義義務務ととさされれたた））  13 

前章第１節でみたように、理想の睡眠時間と実際の睡眠時間の乖離が大きくなるにつれ14 

て、うつ病や不安障害などのこころの不調が疑われる人の割合が増加する傾向がみられた。 15 

我が国では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成 30 年16 

法律第 71号）において、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」8（平成４年法律17 

                         
8 同法は、事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がそ

資料：厚生労働省労働基準局作成

（3）	勤務間インターバル制度
（労働時間等設定改善法により勤務間インターバル制度導入は事業主の努力義務とされた）

前章第1節でみたように、理想の睡眠時間と実際の睡眠時間の乖離が大きくなるにつれ
て、うつ病や不安障害などのこころの不調が疑われる人の割合が増加する傾向がみられ
た。

我が国では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成30年
法律第71号）において、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」＊8（平成4年法律
第90号）が改正され、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間（イン
ターバル時間）を確保する仕組みである勤務間インターバル制度（図表2-1-15）を導入
することが事業主の努力義務とされている＊9。労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保
＊8	 同法は、事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健

康で充実した生活を実現することを目指した法律。労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（時短促進法）を改正し、労働時間の短縮
を促進するだけではなく、労働時間等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善するため
の法律とした。

＊9	 施行日は2019（平成31）年4月1日。
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するための方策のひとつとして、この仕組みの導入を促している。

	 図表2-1-15	 勤務間インターバル制度の例
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第 90 号）が改正され、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間（イン1 

ターバル時間）を確保する仕組みである勤務間インターバル制度（図２－１－15）を導入2 

することが事業主の努力義務とされている9。労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保3 

するための方策のひとつとして、この仕組みの導入を促している。 4 

  5 

【【図図２２－－１１－－1155】】  勤勤務務間間イインンタターーババルルのの例例  6 

 7 

資料：厚生労働省雇用環境・均等局作成 8 

  9 

（（勤勤務務間間イインンタターーババルル制制度度のの導導入入予予定定ははななくく、、検検討討ももししてていいなないい企企業業はは、、8800％％をを超超ええてていい10 

るる））  11 

厚生労働省「令和５年就労条件総合調査」によると、勤務間インターバル制度を「導入12 

している」企業（就業規則または労使協定等で定めているもの）の割合は、2022（令和４）13 

年で 6.0％と、前年の 5.8％から 0.2％ポイントの増加となったが、「導入予定はなく、検14 

討もしていない」企業の割合は、依然として 80％を超えている（図２－１－16）。 15 

「導入予定はなく、検討もしていない」企業について、その理由をみると、「夜間も含16 

め、常時顧客や取引相手の対応が必要なため」、「人員不足や仕事量が多いことから、当該17 

制度を導入すると業務に支障が生じるため」、「当該制度を導入すると労働時間管理が煩雑18 

になるため」とする割合が、企業規模が大きいほどおおむね高かった。他方で、「当該制19 

度を知らなかったため」とする割合は、企業規模が小さいほど高く、「30～99 人」の企業20 

においては、27.1％となっている（図２－１－17）。 21 

 22 

【【図図２２－－１１－－1166】】  勤勤務務間間イインンタターーババルル制制度度のの導導入入状状況況  23 

                         
の有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律。労

働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（時短促進法）を改正し、労働時間の短縮を促進するだ

けではなく、労働時間等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対

応したものへ改善するための法律とした。 
9 施行日は 2019（平成 31）年４月１日。 

資料：厚生労働省雇用環境・均等局作成

（勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業は、80％を超えてい
る）

厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によると、勤務間インターバル制度を「導入
している」企業（就業規則または労使協定等で定めているもの）の割合は、6.0％と、前
年調査の5.8％から0.2％ポイントの増加となったが、「導入予定はなく、検討もしていな
い」企業の割合は、依然として80％を超えている（図表2-1-16）。
「導入予定はなく、検討もしていない」企業について、その理由をみると、「夜間も含

め、常時顧客や取引相手の対応が必要なため」、「人員不足や仕事量が多いことから、当該
制度を導入すると業務に支障が生じるため」、「当該制度を導入すると労働時間管理が煩雑
になるため」とする割合が、企業規模が大きいほどおおむね高かった。他方で、「当該制
度を知らなかったため」とする割合は、企業規模が小さいほど高く、「30～99人」の企
業においては、27.1％となっている（図表2-1-17）。

	 図表2-1-16	 勤務間インターバル制度の導入状況
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 1 

資料：厚生労働省「令和５年就労条件総合調査」 2 

 3 

【【図図２２－－１１－－1177】】  勤勤務務間間イインンタターーババルル制制度度をを導導入入ししなないい理理由由  4 

 5 

資料：厚生労働省「令和５年就労条件総合調査」 6 

  7 

（（４４））治治療療とと仕仕事事のの両両立立  8 

（（こここころろのの不不調調をを抱抱ええたた場場合合、、他他のの疾疾病病よよりりもも比比較較的的高高いい割割合合でで復復職職をを断断念念ししてていいるる））  9 

 前章第３節では、精神及び行動の障害は、様々な傷病や疾患のなかでも、働く人に比較10 

的長期間の休業を余儀なくさせる原因となっていることを述べた。独立行政法人労働政策11 

資料：厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」
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	 図表2-1-17	 勤務間インターバル制度を導入しない理由
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 1 

資料：厚生労働省「令和５年就労条件総合調査」 2 

 3 

【【図図２２－－１１－－1177】】  勤勤務務間間イインンタターーババルル制制度度をを導導入入ししなないい理理由由  4 

 5 

資料：厚生労働省「令和５年就労条件総合調査」 6 

  7 

（（４４））治治療療とと仕仕事事のの両両立立  8 

（（こここころろのの不不調調をを抱抱ええたた場場合合、、他他のの疾疾病病よよりりもも比比較較的的高高いい割割合合でで復復職職をを断断念念ししてていいるる））  9 

 前章第３節では、精神及び行動の障害は、様々な傷病や疾患のなかでも、働く人に比較10 

的長期間の休業を余儀なくさせる原因となっていることを述べた。独立行政法人労働政策11 

資料：厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」

（4）	治療と仕事の両立
（こころの不調を抱えた場合、他の疾病よりも比較的高い割合で復職を断念している）

前章第3節では、精神及び行動の障害は、様々な傷病や疾患のなかでも、働く人に比較
的長期間の休業を余儀なくさせる原因となっていることを述べた。独立行政法人労働政策
研究・研修機構が2013（平成25）年に行った調査＊10では、過去3年間における病気休
職制度の新規利用労働者数に占める退職者数の割合をみると、平均値は37.8％であった
のに対し、メンタルヘルスの不調の場合は42.3％であった。こころの不調を抱えた場合、
比較的長期間の休業を余儀なくさせるだけでなく、休業・休職の結果、他の疾病よりも比
較的高い割合で復職を断念しているという厳しい現実がうかがえる。

こうしたことから、治療を受けながら仕事を継続できる環境は、こころの不調を抱える
人にとってとりわけ重要なものであるといえるが、厚生労働省「令和4年労働安全衛生調
査（実態調査）」によると、傷病（がん、糖尿病等の私傷病）を抱えた労働者が治療と仕
事を両立できる取組み（下表参照）を行っている事業所の割合は58.8％にとどまってお
り、事業所規模が小さいほど、その割合も小さい（図表2-1-18）。

＊10	独立行政法人労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」（2013（平成25）
年）。
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	 図表2-1-18	 治療と仕事の両立に関する取組みの有無、取組み内容別事業所割合

令和４年 （単位:％）

合合 計計 110000..00   5588..88   ((110000..00)) (( 8866..44))   (( 3344..44))   (( 3355..99))   (( 1188..55))   (( 1144..66))   (( 11..55)) 3344..33
（事業所規模）   
　1,000 人以上 100.0  97.2  (100.0) ( 92.8)  ( 67.4)  ( 70.7)  ( 63.8)  ( 30.4)  ( 1.8) 1.6  
　　500 ～ 999人 100.0  89.7  (100.0) ( 87.6)  ( 59.2)  ( 65.0)  ( 60.3)  ( 27.5)  ( 2.7) 9.4  
  　300 ～ 499人 100.0  85.9  (100.0) ( 92.7)  ( 50.5)  ( 46.3)  ( 40.8)  ( 21.8)  ( 0.8) 10.0  
　　100 ～ 299人 100.0  78.7  (100.0) ( 86.5)  ( 47.8)  ( 45.3)  ( 35.7)  ( 22.5)  ( 0.6) 18.2  
　 　50 ～　99人 100.0  65.8  (100.0) ( 84.5)  ( 37.0)  ( 40.1)  ( 23.0)  ( 12.2)  ( 0.9) 29.6  
　　 30 ～　49人 100.0  62.6  (100.0) ( 90.7)  ( 39.3)  ( 39.6)  ( 19.4)  ( 17.7)  ( 1.0) 30.3  
  　 10 ～　29人 100.0  55.4  (100.0) ( 85.6)  ( 31.2)  ( 33.1)  ( 15.2)  ( 13.2)  ( 1.8) 37.2  

令和３年　合計 100.0  41.1  (100.0) ( 91.1)  ( 32.1)  ( 36.0)  ( 18.9) ( 14.6)  ( 2.6) 56.5  

注：1)　「事業所計」には、治療と仕事を両立できるような取組の有無不明が含まれる。
    2)　令和３年の「治療と仕事を両立できるような取組がある」には、治療と仕事を両立できるような取組内容不明が含まれる。
    3)　(　)は、「治療と仕事を両立できるような取組がある」事業所のうち、治療と仕事を両立できるような取組内容別にみた割合である。

両立支 援に
関する 制度
の整備 （年
次有給 休暇
以外の 休暇
制度、 勤務
制度等）

両立支 援に
関する 体制
の整備 （産
業医等 産業
保健ス タッ
フの配 置、
対応手 順の
整理等）

労働者 、管
理監督 者等
に対す る意
識啓発 （研
修等）

その他 の取
組

区　　分 事業所計 
1) 治療と仕事を両立できるよ

うな取組がある 
2)3)

治療と仕事
を両立でき
るような取
組がない

治療と仕事を両立できるような取組内容（複数回答）
通院や 体調
等の状 況に
合わせ た配
慮、措 置の
検討（ 柔軟
な労働 時間
の設定 、仕
事内容 の調
整）

相談窓 口等
の明確化

資料：厚生労働省「令和4年労働安全衛生調査（実態調査）」

（厚生労働省では、治療と仕事の両立支援を推進する様々な取組みを行っている）
厚生労働省は、疾患を抱えながら働きたいと希望する労働者が、安心・安全に就業を継

続でき、かつ、事業者の継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上に
よる人材の定着、生産性の向上につながるよう、2016（平成28）年2月に「事業場にお
ける治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を作成したほか、治療しながら働く人
を支援する情報ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」の開設や、患者や家族と医
療側（医師・医療ソーシャルワーカーなど）、そして企業側（産業医・衛生管理者・人事
労務担当者など）の3者間の情報共有を担う両立支援コーディネーターの養成など、治療
と仕事の両立支援を推進する様々な取組みを行っている（図表2-1-19）。

	 図表2-1-19	 治療と仕事の両立支援ナビ
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 1 

【【図図２２－－１１－－1199】】  治治療療とと仕仕事事のの両両立立支支援援ナナビビ  2 

 3 
  4 

（（厚厚生生労労働働省省でではは、、両両立立支支援援ココーーデディィネネーータターーのの養養成成をを図図っってていいるる））  5 

両立支援コーディネーターとは、治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会6 

社・産業医などのコミュニケーションが円滑に行われるよう支援する者とされている（図7 

２－１―20）。 8 

支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施や、両9 

立支援に関わる関係者との調整を行うことがその役割として求められており、厚生労働省10 

では、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する研修事業に対して補助を行うことによ11 

り、両立支援コーディネーターの養成を図っている。2022（令和４）年度までに、全国で12 

１万 7,000人余りが受講11しており、関係者の連携を支える一員として活動している。 13 

 14 

【【図図２２－－１１――2200】】  両両立立支支援援ココーーデディィネネーータターー  15 

16 

                         
11 受講者の職種内訳は、企業の労務担当者や看護師、保健師、医療ソーシャルワーカー、キャリ
アコンサルタントなどとなっている。 
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（厚生労働省では、両立支援コーディネーターの養成を図っている）
両立支援コーディネーターとは、治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会

社・産業医などのコミュニケーションが円滑に行われるよう支援する者とされている（図
表2-1-20）。

支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施や、両
立支援に関わる関係者との調整を行うことがその役割として求められており、厚生労働省
では、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する研修事業に対して補助を行うことによ
り、両立支援コーディネーターの養成を図っている。2022（令和4）年度までに、全国
で1万7,000人余りが受講＊11しており、関係者の連携を支える一員として活動している。

	 図表2-1-20	 両立支援コーディネーター
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  1 

資料：独立行政法人労働者健康安全機構「労災疾病等医学研究普及サイト」 2 

  3 

（（５５））仕仕事事とと家家庭庭生生活活のの両両立立支支援援  4 

前章第１節でみたように、壮年期・中年期を中心として子育てや介護といったライフイ5 

ベントの当事者となる人は、こうしたライフイベントに関連する悩みやストレスを抱えが6 

ちである。仕事と家庭生活を両立させるための支援策は、そのようなライフイベントの当7 

事者のこころの不調を防ぐという観点からも重要であるといえる。 8 

 9 

①① 仕仕事事とと育育児児・・介介護護のの両両立立  10 

（（育育児児・・介介護護休休業業法法のの履履行行確確保保のの取取組組みみをを進進めめてていいるる））  11 

男女ともに仕事と育児を両立できる環境を整備するため、「育児休業、介護休業等育児12 

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介13 

護休業法」という。）において、育児休業を始めとする両立支援制度を規定している。 14 

また、要介護者の家族は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であるこ15 

とが多く、企業において管理職として活躍する人や豊富な技能や経験をもつ人も少なくな16 

い。そうしたなかで、介護は、突発的に問題が発生する場合もあることや、介護を行う期17 

間なども多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられる。 18 

このため、厚生労働省では、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹19 

底を図るとともに、企業に対しては、介護離職を防止するため、仕事と介護の両立支援の20 

取組みを進めるよう促している。  21 

  22 

②② ひひととりり親親家家庭庭等等へへのの支支援援  23 

（（ひひととりり親親家家庭庭のの様様々々なな困困難難にに対対応応すするる支支援援のの施施策策をを総総合合的的にに実実施施ししてていいるる））  24 

また、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担うひとり親家庭については、25 

資料：独立行政法人労働者健康安全機構「労災疾病等医学研究普及サイト」

（5）	仕事と家庭生活の両立支援
前章第1節でみたように、壮年期・中年期を中心として子育てや介護といったライフイ

ベントの当事者となる人は、こうしたライフイベントに関連する悩みやストレスを抱えが
ちである。仕事と家庭生活を両立させるための支援策は、そのようなライフイベントの当
事者のこころの不調を防ぐという観点からも重要であるといえる。

①　仕事と育児・介護の両立
（育児・介護休業法の履行確保の取組みを進めている）

男女ともに仕事と育児を両立できる環境を整備するため、「育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律第76号。以下「育児・介
護休業法」という。）において、育児休業を始めとする両立支援制度を規定している。

また、要介護者の家族は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であるこ
＊11	受講者の職種内訳は、企業の労務担当者や看護師、保健師、医療ソーシャルワーカー、キャリアコンサルタントなどとなっている。

119令和6年版　厚生労働白書

第1部　こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に

第

2
章

こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
す
る
取
組
み
の
現
状

厚労2024_1-02.indd   119厚労2024_1-02.indd   119 2024/08/06   15:24:552024/08/06   15:24:55



とが多く、企業において管理職として活躍する人や豊富な技能や経験をもつ人も少なくな
い。そうしたなかで、介護は、突発的に問題が発生する場合もあることや、介護を行う期
間なども多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられる。

このため、厚生労働省では、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹
底を図るとともに、企業に対しては、介護離職を防止するため、仕事と介護の両立支援の
取組みを進めるよう促している。

②　ひとり親家庭等への支援
（ひとり親家庭の様々な困難に対応する支援の施策を総合的に実施している）

また、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担うひとり親家庭については、
住居、収入、こどもの養育等の様々な困難に対応するため、「母子及び父子並びに寡婦福
祉法」（昭和39年法律第129号）等に基づき、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、

「養育費の確保策」、「経済的支援策」の4本柱により自立支援の施策を推進している（図
表2-1-21）。

	 図表2-1-21	 ひとり親家庭等の自立支援策の体系
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住居、収入、こどもの養育等の様々な困難に対応するため、「母子及び父子並びに寡婦福1 

祉法」（昭和 39年法律第 129号）等に基づき、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養2 

育費の確保策」、「経済的支援策」の４本柱により自立支援の施策を推進している（図２－3 

１－21）。 4 

 5 

【【図図２２－－１１－－2211】】  ひひととりり親親家家庭庭等等のの自自立立支支援援策策のの体体系系  6 

  7 

資料：こども家庭庁作成 8 

  9 

  このうち就業支援については、こども連れでも利用しやすい環境のもとできめ細かな就10 

職支援を行う国の施設として、マザーズハローワークやマザーズコーナーを整備しており、11 

専属スタッフによる就職活動のサポートにより、子育てと両立しやすい求人の紹介などを12 

行っているほか、自宅からでも求職活動ができるようオンラインサービス提供に向けた整13 

備も進めている（図２－１－22）。 14 

  15 

【【図図２２－－１１－－2222】】  ママザザーーズズハハロローーワワーークク事事業業  16 

  17 
資料：厚生労働省職業安定局作成 18 

資料：こども家庭庁作成

このうち就業支援については、こども連れでも利用しやすい環境のもとできめ細かな就
職支援を行う国の施設として、マザーズハローワークやマザーズコーナーを整備してお
り、専属スタッフによる就職活動のサポートにより、子育てと両立しやすい求人の紹介な
どを行っているほか、自宅からでも求職活動ができるようオンラインサービス提供に向け
た整備も進めている（図表2-1-22）。

120 令和6年版　厚生労働白書

第

2
章

こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
す
る
取
組
み
の
現
状

厚労2024_1-02.indd   120厚労2024_1-02.indd   120 2024/08/06   15:24:562024/08/06   15:24:56



	 図表2-1-22	 マザーズハローワーク事業

２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

子育て中の女性等に対する就職支援を強化するため、専門支援窓口「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」を設置。
子ども連れで来所しやすい環境を整備し、求職者の状況に応じた担当者制の個別支援を行う。

１ 事業の目的

マザーズハローワーク事業

マザーズハローワーク 23か所
マザーズコーナー 183か所

「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」における就職支援の拡充

設置箇所

実施体制 職業相談員
就職支援ナビゲーター
求人者支援員

支援内容

・一人ひとりの状況に応じた きめ細かな就職支援
担当者制・予約制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を実施。地域
の子育て支援拠点や子育て中の女性等の支援に取り組むＮＰＯへのア
ウトリーチ型支援（出張相談、就職支援セミナー）のための就職支援
ナビゲーターを配置（2３か所） 。

・求職者の希望やニーズに適合する求人開拓のほか、
仕事と子育てが両立しやすい求人情報を収集・提供

・就職活動に向けた心構え、面接対策、パソコン講習など、
再就職に資する各種セミナーの実施

・各種就職支援サービスのオンライン化の推進
子育て中の女性等が自宅でも求職活動ができるよう、全国のマザーズ
ハローワーク及び主要なマザーズコーナー（53か所）において、各種
就職支援サービスをオンラインで利用できる「オンラインマザーズハ
ローワーク」を実施。SNS､HPを活用したイベント情報発信によりマ
ザーズハローワークの利用を促進。

事業実績

令和４年度重点支援対象者 就職件数
61,381件

マザーズハローワークへの誘導 就職支援メニューの提供 就職
・職業相談
（担当者制・予約制）
オンライン職業相談

・SNS・HPによる
情報発信

・アウトリーチ型支援の
実施（出張相談・出張セミナー）

・仕事と子育てが両立しやすい
求人情報の収集・開拓

・職業紹介
オンライン職業紹介

・オンライン求人情報提供
・キッズコーナー等の整備

・保育情報や子育て支援
サービス情報の提供

・セミナー（面接対策等）
パソコン講習

・オンラインセミナー・面接会

子 育 て 中
の 女 性 等

資料：厚生労働省職業安定局作成

（6）	フリーランスの就業環境の整備
フリーランスとして働く人が安心して働ける環境をつくることは、多様な働き方を選択

できる社会を実現する上で重要である。

（発注者がフリーランスに対するハラスメント対策を講じることなどが法制化された）
フリーランスが受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正
化等法）」（令和5年法律第25号）が2023（令和5）年4月に成立し、5月に公布された

（公布後1年6ヶ月以内に施行することとされており、2024（令和6）年秋頃施行予定）。
同法により、個人で働くフリーランス＊12に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委

託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラ
スメント対策のための体制整備等が義務づけられることとなる。取引の適正化に関する規
定は公正取引委員会と中小企業庁が、ハラスメント対策等の就業環境の整備に関する規定
は厚生労働省が、それぞれ執行を担う。

フリーランスに業務委託を行う発注事業者は、ハラスメント行為＊13によりフリーラン
スの就業環境を害することのないように、相談対応のための体制整備などを講じなければ
ならないこととされた。また、受託者であるフリーランスがハラスメントに関する相談を
行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならないことも明記された。
＊12	ここでは便宜上、「フリーランス」と表現しているが、法の対象となる者は、同法第2条において「特定受託事業者」として定義さ

れており、具体的には、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。
＊13	セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント。
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発注事業者が講ずるべきハラスメント対策のための措置の具体的な内容は、①ハラスメ
ントを行ってはならない旨の方針等の明確化とその周知・啓発、②フリーランスからの相
談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントに係る事後の迅速か
つ適切な対応等を想定しており、同法の施行に向けて、現在、政省令や指針等の内容の検
討を進めている。

（「フリーランス・トラブル110番」で、相談対応等を行っている）
フリーランス向けの相談体制としては、フリーランスが発注者等との間のハラスメント

や契約等のトラブル等について相談できる相談窓口を設置しており、本相談窓口におい
て、フリーランスへの相談対応や紛争解決の援助等を行っている（図表2-1-23）。

	 図表2-1-23	 フリーランスからの相談（フリーランス・トラブル110番）

フリーランス・トラブル110番（令和 2年 1 1月設置）

フリーランスと発注者等との契約等のトラブルについては、関係省庁（内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁）と
連携して、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口（フリーランス・トラブル110番）を設置。

1

資料：厚生労働省雇用環境・均等局作成
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	 第2節	 社会全体を捉えた取組み

	1	デジタル化とこれらに伴う孤独・孤立の深刻化のなかで
（1）	孤独・孤立対策と自殺対策
①　孤独・孤立対策

（孤独・孤立に関する施策を総合的に推進するための孤独・孤立対策推進法が成立した）
前章第1節でみたように、孤独・孤立は人生のあらゆる段階において何人にも生じうる

ものであり、また、孤独・孤立の状態は社会との関係のなかで生まれる「関係性の貧困」
ともいえる、こころの健康に深刻な影響を及ぼしうるものである。さらに、ライフステー
ジの後期における高齢期・老年期にかけての孤独は、心身の機能低下などと相まって、生
活不活発病といわれる様々な症状につながるおそれもある。

こうしたなかで、「孤独・孤立対策推進法」（令和5年法律第45号）が、2023（令和5）
年5月に成立し、2024（令和6）年4月に施行された。同法は、国と地方において総合的
な孤独・孤立対策に関する施策を推進するため、その基本理念や国等の責務、施策の基本
となる事項、国と地方の推進体制等について定めている＊14（図表2-2-1）。

政府においては、同法に基づき、2024（令和6）年6月に、孤独・孤立対策に関する
施策についての基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定めた「孤
独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」（以下「孤独・孤立対策重点計
画」という。）を決定した（図表2-2-2）。

＊14	 2024（令和6）年4月1日、孤独・孤立対策推進法の施行に伴い、孤独・孤立対策の推進に関する事務は内閣官房から内閣府に移
管された。
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	 図表2-2-1	 孤独・孤立対策推進法の概要

孤独・孤⽴対策推進法の概要

概要
１．基本理念

孤独・孤⽴対策（孤独・孤⽴の状態となることの予防、孤独・孤⽴の状態にある者への迅速かつ適切な⽀援その他孤独・孤⽴の状態から脱却
することに資する取組）について、次の事項を基本理念として定める。
① 孤独・孤⽴の状態は⼈⽣のあらゆる段階において何⼈にも⽣じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤⽴対策の推進を図ること
が重要であること。

② 孤独・孤⽴の状態にある者及びその家族等（当事者等）の⽴場に⽴って、当事者等の状況に応じた⽀援が継続的に⾏われること。
③ 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤⽴の状態から脱却して⽇常⽣活及び
社会⽣活を円滑に営むことができるようになることを⽬標として、必要な⽀援が⾏われること。

２．国等の責務等
孤独・孤⽴対策に関し、国・地⽅公共団体の責務、国⺠の理解・協⼒、関係者の連携・協⼒等を規定する。

３．基本的施策
・ 孤独・孤⽴対策の重点計画の作成
・ 孤独・孤⽴対策に関する国⺠の理解の増進、多様な主体の⾃主的活動に資する啓発
・ 相談⽀援（当事者等からの相談に応じ、必要な助⾔等の⽀援）の推進
・ 関係者（国、地⽅公共団体、当事者等への⽀援を⾏う者等）の連携・協働の促進
・ 当事者等への⽀援を⾏う⼈材の確保・養成・資質向上
・ 地⽅公共団体及び当事者等への⽀援を⾏う者に対する⽀援
・ 孤独・孤⽴の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進
４．推進体制
・ 内閣府に特別の機関として、孤独・孤⽴対策推進本部（重点計画の作成等）を置く。
・ 地⽅公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び⽀援内容に関する協議を⾏う孤独・孤⽴対策地域協議会を置くよう努める。
・ 協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。
施⾏期⽇ 令和６年４⽉１⽇

趣旨
近時における社会の変化を踏まえ、⽇常⽣活若しくは社会⽣活において孤独を覚えることにより、⼜は社会から孤⽴していること
により⼼⾝に有害な影響を受けている状態にある者への⽀援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本と
なる事項及び孤独・孤⽴対策推進本部の設置等について定める。
→ 「孤独・孤⽴に悩む⼈を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に⽀え合い、⼈と⼈との「つながり」が⽣まれる社会」を⽬指す

資料：内閣府作成

（予防的観点から施策を推進し、当事者のニーズ等に合わせた切れ目ない相談支援を行う）
孤独・孤立対策重点計画においては、特に重点を置いて取り組むべき事項として、孤

独・孤立の問題やそれらから生じ得る更なる問題に至らないようにする「予防」を目指し
た取組みを強化することとしている。こうした観点から、人と人との「つながり」を、そ
れぞれの選択のもとで、緩やかに築けるような社会環境づくり及び孤独・孤立の当事者、
家族等が支援を求める声を上げやすく、周囲の方が気づきや対処をできるための環境整備
を推進することとしている。
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	 図表2-2-2	 孤独・孤立対策の重点計画（概要）

孤独・孤⽴対策重点計画
（基本理念・基本⽅針・特に重点を置いて取り組むべき事項）

(1) 孤独・孤⽴双⽅への社会全体での対応
(2) 当事者等の⽴場に⽴った施策の推進
(3)社会との関わり及び⼈と⼈との「つながり」を実感できるための施策の推進

「孤独・孤⽴に悩む⼈を誰ひとり取り残さない社会」、
「相互に⽀え合い、⼈と⼈との「つながり」が⽣まれる社会」を⽬指す

孤独・孤⽴対策の基本理念

孤独・孤⽴対策の基本⽅針
(1)孤独・孤⽴に⾄っても⽀援を求める声を上げやすい社会
とする
①孤独・孤⽴の実態把握
②⽀援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情
報発信

③声を上げやすい・声をかけやすい環境整備

(2)状況に合わせた切れ⽬のない相談⽀援につなげる
①相談⽀援体制の整備（電話・SNS相談の24時間対応の推進等）
②⼈材育成等の⽀援

(3)⾒守り・交流の場や居場所を確保し、
⼈と⼈との「つながり」を実感できる地域づくりを⾏う
①居場所の確保
②アウトリーチ型⽀援体制の構築
③⼈と⼈とのつながりを⽣むための施策の相乗効果を⾼める分野
横断的な連携の促進

④地域における包括的⽀援体制等の推進

(4)孤独・孤⽴対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく⽀
援し、官・⺠・NPO等の連携を強化する
①孤独・孤⽴対策に取り組むNPO等の活動へのきめ細かな⽀援
②NPO等との対話の推進
③連携の基盤となるプラットフォームの形成
④⾏政における孤独・孤⽴対策の推進体制の整備

孤独・孤⽴対策重点計画
（令和6年6⽉11⽇
孤独・孤⽴対策推進本部決定）

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/jutenkeikaku.html

①地⽅公共団体及びNPO等への⽀援（地⽅版孤独・孤⽴対策官⺠連携プラットフォームの⽴ち上げに係る伴⾛⽀援等）
②孤独・孤⽴状態の予防を⽬指した取組強化（孤独・孤⽴対策強化⽉間等の広報、つながりサポーターの養成等）
③重点計画に定める施策のエビデンスに基づく評価・検証を通じた取組の推進

特に重点を置いて取り組むべき事項

資料：内閣府作成

②　自殺対策
（政府は、2022（令和4）年10月、第4次「自殺総合対策大綱」を閣議決定した）

前章第3節でみたように、我が国の自殺者数は、近年、再び増加の兆しがみられる。特
に、2022（令和4）年の小中高生の自殺者数は過去最多となるなど、こども・若者の自
殺について深刻な状況となっている。

こども・若者の自殺対策については、本章前節で「こどもの自殺対策緊急強化プラン」
などについてみたが、政府は、自殺対策基本法に基づき定めている自殺総合対策大綱につ
いて、我が国の自殺の実態を踏まえた見直しを行い、2022（令和4）年10月、第4次

「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～」を閣
議決定した。見直し後の大綱では、子ども・若者の自殺対策のさらなる推進・強化、女性
に対する支援の強化、地域自殺対策の取組み強化などが盛り込まれている（図表2-2-3）。

また、同大綱においては、自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほ
か、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観
などが複雑に関係しており、自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・
経済的な視点を含む包括的な取組みが重要であるとされている。
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	 図表2-2-3	 「自殺総合対策大綱」のポイント
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的な視点を含む包括的な取組みが重要であるとされている。 1 

 2 

【【図図２２－－２２－－３３】】  「「自自殺殺総総合合対対策策大大綱綱」」ののポポイインントト  3 

 4 

資料：厚生労働省社会・援護局作成 5 

  6 

（（２２））薬薬物物対対策策  7 

①① 薬薬物物乱乱用用防防止止五五かか年年戦戦略略  8 

（（新新たたなな戦戦略略でではは、、大大麻麻のの乱乱用用拡拡大大ややササイイババーー空空間間のの悪悪用用ななどどがが新新たたなな脅脅威威ととさされれてていいるる））  9 

政府は、1998（平成 10）年５月に「薬物乱用防止五か年戦略」を策定して以降、その10 

時々の薬物情勢に即して４度の改訂を行ってきたが、2023（令和５）年８月、５度目の改11 

訂を行い、第六次薬物乱用防止五か年戦略（以下「第六次戦略」という。）を新たに策定12 

した（図２－２－４）。 13 

第六次戦略において、我が国における新たな脅威として注目されたのは、大麻の乱用拡14 

大、サイバー空間の悪用、密輸形態の変化である。 15 

前章でみたように、近年、大麻事犯が顕著な増加傾向を示しており、今まさに大麻乱用16 

期の渦中にあるといえ、大麻に特化した施策が急務となっている。また、第六次戦略では、17 

サイバー空間における薬物密売市場の拡大及び供給・入手手段の巧妙化を新たな脅威と捉18 

え、対策の重要性を強調している。 19 

こうした認識のもと、第六次戦略では、青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全20 

体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止など５つの戦略目標を設定し、若年層の使用21 

資料：厚生労働省社会・援護局作成

（2）	薬物対策
①　薬物乱用防止五か年戦略

（新たな戦略では、大麻の乱用拡大やサイバー空間の悪用などが新たな脅威とされている）
政府は、1998（平成10）年5月に「薬物乱用防止五か年戦略」を策定して以降、その

時々の薬物情勢に即して4度の改訂を行ってきたが、2023（令和5）年8月、5度目の改
訂を行い、第六次薬物乱用防止五か年戦略（以下「第六次戦略」という。）を新たに策定
した（図表2-2-4）。

第六次戦略において、我が国における新たな脅威として注目されたのは、大麻の乱用拡
大、サイバー空間の悪用、密輸形態の変化である。

前章でみたように、近年、大麻事犯が顕著な増加傾向を示しており、今まさに大麻乱用
期の渦中にあるといえ、大麻に特化した施策が急務となっている。また、第六次戦略で
は、サイバー空間における薬物密売市場の拡大及び供給・入手手段の巧妙化を新たな脅威
と捉え、対策の重要性を強調している。

こうした認識のもと、第六次戦略では、青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全
体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止など5つの戦略目標を設定し、若年層の使用
割合の高さの背景にある、インターネット等における「大麻には有害性がない」等の誤情
報の流布などの影響を踏まえたより一層の啓発活動の強化のほか、急速な広がりをみせる
インターネット上のサイバー空間を悪用した薬物の密輸、密売など、国民の誰もがイン
ターネット端末1つで、違法薬物の購入のみならず、薬物密輸に関与し、薬物犯罪の当事
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者になりうる深刻な状況に対応した捜査技術・手法の高度化、体制強化などに取り組むこ
ととしている。

	 図表2-2-4	 第六次薬物乱用防止五か年戦略の概要

第六次薬物乱用防止五か年戦略（概要）
令令和和５５年年８８月月 薬薬物物乱乱用用対対策策推推進進会会議議決決定定

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止

目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止

目標３ 国内外の薬物密売組織の壊滅､大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止

＜大麻の有害性・危険性・国内外の規制状況について周知＞

目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止

目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止

○薬物乱用防止教室の充実強化
○研修等を通じた指導方法・指導者の資質向上

○未規制物質や大麻濃縮物等の新たな規制薬物への対応
○未規制物質等の迅速な指定の推進

戦略策定に向けた５つの視点
・大麻乱用期への総合的な対策の強化 ・再乱用防止対策における関係機関の連携した“息の長い支援”強化 ・サイバー空間を利用した薬物密売
の取締強化 ・国際的な人の往来増加への対応強化 ・薬物乱用政策についての国際社会との連携・協力強化と積極的な発信

＜国際的な人の往来増加への対応としての啓発強化＞ ＜デジタルツール等を効果的に活用した広報・啓発手法の強化＞
○青少年の目に触れやすい広報媒体の活用
○科学的知見に基づく情報の広報・啓発資材への反映による内容の充実

＜ 治療等を提供する医療機関等の充実・強化＞
○認知行動療法等の治療や回復プログラムの更なる充実
○治療が可能な医療従事者育成のための研修の充実

＜関係機関がより一層連携した「息の長い支援」の実施＞
○刑事司法関係機関等による社会復帰支援の推進
○大麻事犯の特性に対応した指導・支援の推進

○薬物依存症等に関する正しい知識・意識の理解の促進
○支援方針の研究及び支援による効果検証の推進

＜大麻事犯者の再犯防止等に向けた効果的な対応の検討＞

＜ 薬物密売組織の弱体化・壊滅の推進＞

○薬物専門の捜査・情報分析・鑑定等体制強化
○合同捜査・共同摘発の推進

○サイバー空間を利用した薬物密売事犯への対応強化
○大麻乱用期の早期沈静化に向けた徹底した取締り

＜巧妙化する犯罪手口への対応強化と徹底した取締り＞ ＜ 新たに出現する未規制物質に対する速やかな規制＞

＜ 密輸手口の分析と情報共有等を通じた水際取締り体制の強化＞
○関係機関や事件等を通じた情報収集の推進
○合同取締訓練実施による取締体制の連携・能力向上

○コントロールド・デリバリー捜査の積極的な活用
○関係機関による捜査手法の共有及び連携強化

＜大麻、大麻製品等の密輸事犯の対応強化＞ ＜国際的な人の往来増加への対応としての水際対策＞
○ウェブサイト等を活用した規制薬物情報の広報・啓発強化
○国際会議・在外機関等を通じた広報・啓発の実施

＜各国・地域間の違法薬物密輸・取引情報等の収集及び体制の強化＞
○薬物仕出国等に対する技術支援等を通じた連携強化
○薬物仕出国等への職員派遣を通じた国際的な連携強化

＜我が国の薬物乱用政策の積極的発信＞ ＜海外関係機関への技術支援等を通じた連携強化＞

５つの目標

※項目は主なものを記載

○海外渡航者に向けた、ウェブサイトを利用した周知の実施
○諸外国における最新の薬物規制状況等の啓発資材への反映

○薬物乱用対策に係る情報集約体制の強化
○国際機関等との情報共有体制の強化

○国際的な理解獲得のための積極的な発信
○国連麻薬委員会等への参加を通じた諸外国との連携

資料：厚生労働省医薬局作成

②　法改正による対応
（法改正により、大麻の使用の禁止が法制化された）

大麻事犯の急激な増加については、規制の在り方についてもその見直しの契機となっ
た。大麻の所持で検挙された者への調査結果によると、大麻の使用が禁止されていないこ
とを知っていた割合が7～8割台と、多くは大麻の使用罪がないことを認識した上で使用
していることが明らかとなったことなどがその背景にある。使用罪がないことが、使用し
てもよいという誤った認識を助長し、使用のハードルを下げている実態を踏まえ、使用の
罪に当たる「施用罪」を適用することで、若年層を中心とした大麻事犯の更なる拡大の歯
止めにつなげるため、こうした内容などを盛り込んだ「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬
取締法の一部を改正する法律案」を第212回臨時国会に提出し、2023（令和5）年12月
に可決・成立した（図表2-2-5）。
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	 図表2-2-5	 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の概要

１．大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備【大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法】
○ 大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除するとともに、大麻等を麻向法における「麻薬」と位置づけることで、
大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とする。
（※）「大麻等」：大麻及びその有害成分である （テトラヒドロカンナビノール：幻覚等の精神作用を示す麻薬として規制すべき成分）

「麻向法」：麻薬及び向精神薬取締法 「施用」：医薬品である麻薬を身体に投与・服用すること。

２．大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備【大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法】
① 大麻等の不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法における「麻薬」として禁止規定及び罰則（施用罪）を適用する。
（※）大麻の不正な所持、譲渡、譲受、輸入等についても、麻向法における規制・罰則を適用（現行は大麻取締法で同様の規制有）

② 保健衛生上の危害発生防止のため、大麻草由来製品に微量に残留する の残留限度値を設けることとする。また、大麻草由来の成
分のうち、化学的変化により容易に麻薬を生じ得る一部の成分について麻薬とみなすこととする。

３．大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備【大麻取締法】 （※）大麻取締法の名称を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改正
① 大麻草採取栽培者の免許を区分し、大麻草の製品の原材料として栽培する場合を第一種大麻草採取栽培者免許（都道府県知事の免許）
に、医薬品の原料として栽培する場合を第二種大麻草採取栽培者免許（厚生労働大臣の免許）とする。

② 第一種大麻草採取栽培者について、 が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しなければならないこととするな
ど、所要の規制を設ける。
（※）大麻草採取栽培者が成分の抽出等の大麻草の加工を行う場合や、発芽可能な大麻草の種子の輸入を行う場合に、厚生労働大臣の許可を要することと

する等の規制を設ける。
③ 大麻草の研究栽培を行う場合は、大麻草研究栽培者免許（厚生労働大臣の免許）を要することとする。

改正の概要

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の概要
（令和５年１２月６日成立・１３日公布）

施行期日
公布日から１年を超えない範囲内で政令で定める日（３．①及び②は、公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日）

大麻草の医療や産業における適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、①大麻草から製造さ
れた医薬品の施用等を可能とするための規定の整備、②大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備、③大麻草の栽培に関する規制の見直し
に係る規定の整備等の措置を講ずる。

改正の趣旨

等

資料：厚生労働省医薬局作成

（若者に対する一般用医薬品の販売規制についても法改正を目指している）
また、一般用医薬品の過量服薬（オーバードーズ）についても、近年、精神科で薬物依
存症の治療を受けた10代患者において一般用医薬品を「主たる薬物」とする患者の割合
が増加していることなどを踏まえ、2024（令和6）年1月、厚生労働省の検討会は、20
歳未満には大容量の製品や複数の販売は認めず、小容量の製品1個だけに限り、購入方法
についても、対面または映像と音声によるオンライン購入とするなど、乱用を防ぐための
販売制度の案について取りまとめた。今後は、厚生労働大臣の諮問機関において審議を
行った上で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（昭
和35年法律第145号）の改正を目指すこととしている。

	2	共生社会の実現に向けた取組み
前章第1節では、障害のある人が相対する社会的障壁について取り上げた。対人関係や
社会との関係に伴う心理的、社会的ストレスは誰もが抱えうるが、とりわけ障害のある人
にとっては、相対するこうしたストレス要因が社会的障壁に該当する場合もあることにつ
いて指摘した。
障害の有無などにかかわらず、誰もが住み慣れた地域の構成員として安心して暮らして
いくためには、どのような取組みが必要なのだろうか。
ここではまず、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年法律第
65号。以下「障害者差別解消法」という。）に基づく合理的配慮について触れた上で、高
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齢者の介護予防や健康づくりのための地域づくりとして厚生労働省が推進してきた地域包
括ケアシステムを活用し、精神障害のある人などが、安心して自分らしく地域で生活して
いくための仕組みとして、その構築を目指す「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ム」について紹介する。さらに、障害のある人が自立した職業生活をおくるための障害者
就業・生活支援センターの役割についても取り上げる。

①　改正障害者差別解消法の施行
（2024（令和6）年4月から、合理的配慮の提供が義務づけられた）

障害者差別解消法は、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別
の解消を推進することを目的として、2016（平成28）年4月に施行された。

同法は、障害者権利条約の理念である障害の「社会モデル」の考え方を踏まえている。
これは、障害者が日常生活や社会生活で受ける様々な制限は、心身の機能の障害のみに起
因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生じるものという
考え方である。

こうした考え方を踏まえ、同法は、事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止のほか、
合理的配慮の提供に関する努力義務を設けており、2021（令和3）年6月には、事業者
に対し合理的配慮の提供を義務づけること等を内容とする改正障害者差別解消法が公布さ
れ、2024（令和6）年4月1日から施行されている（図表2-2-6）。

合理的配慮＊15は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応
じて異なり、多様かつ個別性の高いものとされている。また、合理的配慮は、行政機関等
や事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、

・必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
・障害がない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
・事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

に留意する必要がある。合理的配慮の提供に当たっては、これらの点に留意した上で、障
害のある人が現に置かれている現状を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段や方法につ
いて、本人の意向を尊重しつつ、「過重な負担」の要素等も考慮し＊16、代替措置の選択も
含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応が
なされる必要がある。

＊15	合理的配慮については、内閣府「令和4年度障害者施策の概況（令和5年版障害者白書）」（令和5年6月）第1章第1節を参考に記
述した。

＊16	「過重な負担」については、行政機関等や事業者において、個別の事案ごとに、事務・事業への影響の程度、実現可能性の程度、費
用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況といった要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断すること
が必要とされている。
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	 図表2-2-6	 障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律の一部を改正する法律（概要）

障障害害をを理理由由ととすするる差差別別のの解解消消のの推推進進にに関関すするる法法律律のの一一部部をを改改正正すするる法法律律 （（概概要要））

２２．．事事業業者者にによよるる合合理理的的配配慮慮のの提提供供のの義義務務化化にに伴伴うう対対応応

※※施施行行期期日日：：22002244年年４４月月１１日日

１１．．事事業業者者にによよるる合合理理的的配配慮慮のの提提供供のの義義務務化化

（（１１））国国及及びび地地方方公公共共団団体体のの連連携携協協力力のの責責務務のの追追加加
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割

分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。

（（２２））障障害害をを理理由由ととすするる差差別別をを解解消消すするるたためめのの支支援援措措置置のの強強化化
ア 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。
イ 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。
ウ 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報（事例等）の収集、整理及び提供に努めるものとする。

事事業業者者にによよるる社社会会的的障障壁壁のの除除去去のの実実施施にに係係るる必必要要かかつつ合合理理的的なな配配慮慮のの提提供供ににつついいてて、、
現現行行のの努努力力義義務務かからら義義務務へへとと改改めめるる。。

※ 障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から
何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除く
ために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めている。

※ 「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる
ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

段差がある場合に、
スロープなどで補助する

意思を伝え合うために絵や写真の
カードやタブレット端末などを使う

○ 政府は、障害者差別解消法の施行（2016年４月）３年経過後において、事業者による合理的配慮の在り方その他の施行
状況について検討し、所要の見直しを行うとの規定（附則第７条）を踏まえ、内閣府の障害者政策委員会における議論や団
体ヒアリング等を通じて、検討を実施。

○ 障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理
的な配慮をすることを義務付けるとともに、国・地方公共団体相互の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消
するための支援措置を強化する措置を講ずる。

【合理的配慮の例】

資料：内閣府作成

第1章でみてきたように、過大なストレス
はこころの健康に影響を及ぼす。ストレス要
因には様々なものがあるが、その一つに、障
害などに起因する日常生活の困難さがあげら
れるだろう。実際、米国疾病対策予防セン
ター（CDC）による調査によると、米国に
おいて、障害のある人は、障害のない人に比
べて、メンタルヘルスが悪化する頻度が4.6
倍高いとの結果となっている（Cree etal, 
2020）。

我が国においては、データの制約などか
ら、こうした点に着目した分析は少ない。そ
こで本コラムでは、『国民生活基礎調査』の
調査票を特別集計し、日常生活における機能
制限とこころの健康の関係について確認す
る＊1。

＊1	 本コラムにおける集計・分析は、厚生労働省「EBPMの推進に係る若手・中堅プロジェクトチーム」において行った。

「日常生活における機能制限」とは
『国民生活基礎調査』では、2022（令和

4）年調査から、日常生活における6つの機
能（視覚、聴覚、歩行、認知、セルフケア、
コミュニケーション）について、「苦労はあ
りません」「多少苦労します」「とても苦労し
ます」「全く出来ません」から一つを選ぶ、
という項目を追加している。以下では、『国
民生活基礎調査』の概況と同様、「とても苦
労します」「全く出来ません」のいずれかを
選択した場合を「機能制限がある」とし、そ
の特徴を分析する。

「機能制限のある者」の特徴
表1に、機能制限の有無別に、基本的な属

性をまとめた。全体に対する比率をみると、
約12％が何らかの機能制限を抱えているこ

日常生活における機能制限とこころの健康コラム
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とがわかる。また平均年齢をみると、機能制
限がない者は51歳、ある者は66歳となっ
ており、後者の方が15歳程高い。機能制限
は加齢に伴って顕現化しやすく、高齢化の進
展に伴って、社会全体における比率はさらに
上昇する可能性が高いことを示唆する。
表1：機能制限がある者の特徴

機能制限あり

視覚 聴覚 歩行 認知 セルフケア
コミュニ

ケーション

観測数 412,767 56,721 19,713 17,548 34,249 21,219 17,441 17,000

全体に対する比率 87.9% 12.1% 4.2% 3.7% 7.3% 4.5% 3.7% 3.6%

年齢 51.0 66.0 59.0 63.04 68.9 62.0 61.5 55.8

K6 2.6 5.6 5.2 4.2 5.2 6.1 5.3 5.8

性別（男性=1） 49% 46% 48% 48% 41% 46% 45% 50%

学歴（大卒=1） 26% 14% 20% 14% 11% 14% 14% 15%

就業状態（有業=1） 64% 37% 50% 41% 30% 38% 36% 44%

配偶者（有=1） 58% 53% 54% 50% 51% 47% 47% 44%

通院=1 45% 74% 62% 63% 78% 66% 65% 59%

うち精神疾患=1 5% 7% 6% 4% 4% 9% 7% 11%

健康状態不良=1 9% 45% 36% 31% 53% 40% 43% 34%

日常生活の悩み（有=1） 44% 67% 64% 56% 67% 63% 62% 61%

うち相談相手無し=1 6% 8% 9% 7% 6% 8% 6% 9%

健康診断（受診=1） 73% 56% 62% 58% 52% 53% 50% 55%

12% 14% 16% 15% 14% 18% 18% 19%
健康に関する取組
（何もしていない=1）

機能制
限無し

次に、うつ病・不安の点数（K6、第1章
注20を参照）を機能制限の有無別にみると、
機能制限のある者は、ない者に比べ1.5～3.5
ポイントほど高い。また、その他の健康に関
する項目についても確認すると、①精神疾患
の有病率が高い、②健康状態が不良である比
率が高い、③日常生活で悩みやストレスがあ
る比率が高い、④悩みを相談できる相手がい
ない比率が高い、⑤健康診断の受診率が低
い、⑥健康のための事柄を何もしていない比
率が高い、などの傾向がある。さらに、機能
制限の種類別にみると、こうした傾向は、特
に認知とコミュニケーションにおいて顕著で
あることがわかる。

もっとも、年齢などの属性が異なるため、
機能制限の有無がどの程度K6の点数に影響
を与えているのかは明らかでない。そこで、
傾向スコアマッチングを用いて属性を調整
し、機能制限がK6に与える影響を分析す
る＊2。

＊2	 傾向スコアマッチングの詳細については、例えば高橋将宣『統計的因果推論の理論と実装』（2022、共立出版）などを参照。
＊3	 傾向スコアは、表2の回帰モデルと同じ共変量を用い、ロジスティック回帰で推定。マッチング方法は最近隣法。バランシ

ングの結果は省略するが、各共変量の標準化平均差の絶対値は0.1以下の範囲に収まっている。
＊4	 処置変数以外については調整を行っていないため、結果の解釈には留意が必要である。

傾向スコアマッチングを用いた検証
表2は、機能制限があることを処置とする

傾向スコアマッチングを行った上で、K6を
被説明変数とする回帰分析を行った結果であ
る＊3。説明変数には、年齢や就業状態などの
ほか、抱えている傷病、一般的な健康状態な
どの情報を用いている。結果をみると、健康
状態や年齢を調整した上でも、機能制限があ
る場合、K6が有意に高い。また図は、処置
を視覚や聴覚など個別の機能制限とした上
で、同様のモデルを推定した結果である。結
果をみると、特にコミュニケーションや認知
に機能制限を抱えている場合、よりK6が高
いことがわかる。この結果は、傷病の有無な
ど健康状態にかかわらず、機能制限を抱える
人々に対するメンタル面でのケアが重要であ
る可能性を示唆している。

また、回帰モデルにおける他の変数に着目
すると＊4、悩みやストレスに関する相談相手
がいない場合や、健康のための取組みを行っ
ていない場合に、K6は高いことなどがわか
る。
表2：傾向スコアマッチングによる分析結果

係数 標準誤差
機能制限（有=1） 1.21 0.0351 ***
年齢 -0.03 0.0013 ***
性別（男性=1） -0.26 0.0371 ***
就業状態（仕事有=1） -0.29 0.0442 ***
配偶者（有=1） -0.41 0.0359 ***
健康意識：まあ良い 0.90 0.0856 ***
　　　　　普通 1.62 0.0735 ***
　　　　　あまりよくない 3.49 0.0794 ***
　　　　　悪い 6.05 0.0984 ***
悩み・ストレス有 ＆ 相談相手有り 3.14 0.0392 ***
悩み・ストレス有 ＆ 相談相手無し 6.00 0.0810 ***
健康診断（受診=1） -0.14 0.0362 ***
健康に関する取組（何もしていない=1） 0.66 0.0506 ***
その他の傷病
学歴
観測数
修正R2
注：***は1%水準で有意にゼロと異なることを示す。

64,559
0.344

✔

✔

分析結果からわかること
厚生労働省では、各種の相談窓口の設置や

食生活の改善や運動の重要性に関する情報発
信なども含め、健康増進に向けた様々な取組
みを推進しているが、こうした取組みは、身
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②　精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
（精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、地域共生社会を実現する仕組みである）

近年の我が国の地域精神保健医療福祉は、「入院医療中心から地域生活中心」という政
策理念のもとで様々な施策を行ってきた。こうしたなかで精神障害の有無や程度にかかわ
らず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域づくりを進める必要性が高まっ
ている。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」は、こうした必要性を踏まえ、精神障

害のある人の地域移行を、地域において具体的な政策手段により一層実現し、精神障害の
ある人が安心して、地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるような方策を
検討するための新しい基軸として、厚生労働省の検討会＊17において示された考え方であ
る（図表2-2-7）。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」は、従来から構築されてきた地域包括

ケアシステムを活用し、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく
暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、地域
の助け合い、普及啓発（教育など）が包括的に確保された支援体制である。同システム
は、制度・分野の枠や「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と
人、人と社会のつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らして
いくことのできる包摂的なコミュニティや地域社会、すなわち地域共生社会を実現するた
めに必要な「システム」、「仕組み」である。
＊17	「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」。

体的な健康の改善のみならず、こころの健康
の維持にも有益である可能性がある。

高齢化の進展により、日常生活における機
能制限のリスクが高い高齢者の増加が見込ま
れるなか、人々がこころの健康を維持しなが
ら安心して暮らしていくことができる社会を
実現するためにも、こうした取組みは引き続
き重要であるといえるだろう。
図：機能制限別にみたK6に対する影響

注：処置をそれぞれの機能制限、コントロールを機能制限のない者とし、同様の傾向スコアマッチングを行った分析結果。

K6を被説明変数とした場合の機能制限の係数。誤差範囲は95%信頼区間。

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

機能制限

（どれかが該当）

視覚

聴覚

歩行

認知

セルフケア

コミュニケーション

（参考文献）
Cree RA, Okoro CA, Zack MM, Carbone 
E.“Frequent Mental Distress Among 
Adults, by Disability Status, Disability 
Type, and Selected Characteristics — 
United States 2018.” MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep, 2020；69（36）：
1238-1243.

132 令和6年版　厚生労働白書

第

2
章

こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
す
る
取
組
み
の
現
状

厚労2024_1-02.indd   132厚労2024_1-02.indd   132 2024/08/06   15:25:042024/08/06   15:25:04



	 図表2-2-7	 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

○ 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、地域の助け合い、
普及啓発（教育など）が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があり、同システムは地域共生社会の実現に向かっ
ていく上では欠かせないものである。

○ このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神
障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他
の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

安心して自分らしく暮らすために･･･

社社会会参参加加、、地地域域のの助助けけ合合いい、、普普及及啓啓発発

住住ままいい

企業、ピアサポート活動、自治会、ボランティア、NPO等

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、保健所

バックアップ

バックアップ

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）
・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

病気になったら･･･

医医療療

お困りごとはなんでも相談･･･

様様々々なな相相談談窓窓口口

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイ・ケア、精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障障害害福福祉祉・・介介護護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等

■介護予防サービス

■地域生活支援拠点等

（障害福祉サービス等）
■在宅系：
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所 ・就労継続支援
・自立訓練
・自立生活援助 等

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

バックアップ

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等

■施設・居住系サービス
・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

日常生活圏域

市町村

障害保健福祉圏域

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムは、精神障害を有する方等の日日常常生生活活圏圏域域
をを基基本本ととししてて、、市市町町村村ななどどのの基基礎礎自自治治体体をを基基
盤盤ととししてて進進めめるる

※ 市町村の規模や資源によって支援にばらつ
きが生じることがないよう、精精神神保保健健福福祉祉セセンン
タターー及及びび保保健健所所はは市市町町村村とと協協働働する

通所・入所通院・入院

圏域の考え方

訪問

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

訪問

・市町村（精神保健・福祉一般相談）
・基幹相談支援センター（障害）

・地域包括支援センター（高齢）

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

訪問相談にも対応します。

■相談系：
・計画相談支援
・地域相談支援

資料：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部作成

（今後、都道府県と市町村が策定する各計画を活用して実現を図っていく）
また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築推進に係る取組みに資す

ることを目的として、2020（令和2）年3月より「精神障害にも対応した地域包括ケア
システムの構築に係る検討会」を設置し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
の基本的な考え方の整理や、重層的な連携による支援体制の構築等について報告書が取り
まとめられた。また、2022（令和4）年6月には「地域で安心して暮らせる精神保健医
療福祉体制の実現に向けた検討会」において、精神保健に関する市町村等における相談支
援体制の整備等について報告書が取りまとめられ、2022（令和4）年12月には精神保健
に関する相談支援体制の整備に関する事項の改正を含む障害者総合支援法等の一部改正法
が成立し、2024（令和6）年4月から施行された。

また、厚生労働省では、これらの報告書に基づき、「精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステム」の構築を推進する観点から、都道府県等が策定する2024（令和6）年度か
らの第7期障害福祉計画や第8次医療計画の策定に当たっての基本的な方針を示した指針
等について、2023（令和5）年度に所要の改正を行った。これらの指針等を踏まえ、都
道府県と市町村が、地域の実情を踏まえつつ、各計画を策定したところであり、今後、各
計画を活用して実現を図っていくこととしている。
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はじめに
今日の精神保健福祉法は、明治期以降、

様々な変遷を経てきた。戦後を中心としてそ
の歩みをみてみよう。

1　精神衛生法の制定
第2次世界大戦前は精神病者看護法と精神

病院法があったものが、戦後、精神衛生法に
統一された。昭和25年に公布された精神衛
生法の主な内容は次のとおりである。
・ 精神病院の設置を都道府県に義務づけたこ

と、また、都道府県知事は指定病院を指定
するとしたこと

・ 一般人からの診察及び保護の申請、警察
官、検察官、矯正保護施設の長の通報制度
を設けたこと

・ 保護義務者の制度を設けたこと
・ 自傷他害のおそれのある精神障害者の「措

置入院」の制度を設け、その費用は公費で
負担することとしたこと

2　昭和29年の改正
昭和29年、覚せい剤の慢性中毒者で精神

障害者でないものを、精神衛生法の対象とす
る法改正が行われた。

3　ライシャワー事件と昭和40年改正
昭和39年、ライシャワー事件（駐日アメ

リカ大使ライシャワーが統合失調症の少年に
刺されて負傷した事件）が大きな社会問題と
なり、その影響もあり、昭和40年に法改正
が行われた。その主な内容は、次のとおりで
ある。
・ 保健所を地域における精神保健行政の第一

線機関として位置づけ、精神衛生相談員を
配置できることとし、在宅精神障害者の訪
問指導、相談事業を強化したこと

・ 保健所に対する技術指導援助などを行う都
道府県の精神保健に関する技術的中核機関
として、精神衛生センターを設けたこと

4　昭和62年改正と精神保健法の成立
昭和40年改正以後における精神保健福祉

行政は、精神医学の進歩等に伴い、「入院医
療中心の治療体制から地域におけるケアを中
心とする体制へ」という大きな流れを踏まえ
て展開されてきたが、特に入院患者をはじめ
とする精神障害者の人権擁護と適正な精神科
医療の確保という観点から見直しを行うべき
との機運が生じた。

このため、昭和62年に次のような法改正
が行われた。
・ 国民の精神的健康の保持増進を図る観点か

ら、法律の名称を精神保健法としたこと
・ 精神障害者本人の同意に基づく任意入院制

度が設けられたこと
・ 入院時等における書面による権利等の告知

制度が設けられたこと

5　精神保健法の平成5年改正
平成5年3月には、「国連障害者の10年」

を経て、内閣総理大臣を本部長とする障害者
対策推進本部（平成8年に障害者施策推進本
部と改称）において、今後の新たな取組みを
定めた「障害者対策に関する新長期計画」が
決定された。

こうした動きを踏まえ、精神障害者の社会
復帰の一層の促進を図るとともに、精神障害
者の人権に配慮した適正な医療及び保護を実
施する観点から、精神保健法の見直しが行わ
れた。

その主な内容は次のとおりである。
・ 新たに「医療施設若しくは社会復帰施設の

設置者又は地域生活支援事業を行う者は、
その施設を運営し、又は事業を行うに当
たっては、精神障害者等の社会復帰の促進
を図るため、地域に即した創意と工夫を行
い、及び地域住民の理解と協力を得るよう
に努めなければならない」とする規定が設
けられたこと

・ 「国、地方公共団体、医療施設又は社会復
帰施設の設置者及び地域生活支援事業を行
う者は、精神障害者の社会復帰の促進を図
るため、相互に連携を図りながら協力する
よう努めなければならない」とする規定が
設けられたこと

精神保健福祉法の歩みコラム
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・ 精神障害者地域生活援助事業（グループ
ホーム）が法定化されるとともに、第2種
社会福祉事業として位置づけられたこと

6　平成7年改正と精神保健福祉法の成立
平成5年12月に障害者基本法が成立し、

精神障害者が基本法の対象として明確に位置
づけられたこと等を踏まえ、これまでの保健
医療施策に加え、福祉施策の充実が求められ
るようになった。

こうした背景により行われた平成7年改正
により、法律の名称を変更するとともに、主
に次の内容の改正を行った。
・ 精神障害者の社会復帰等のための保健福祉

施策の充実（法体系全体における福祉施策
の位置付けの強化、精神障害者保健福祉手
帳の制度の創設、社会復帰施設・事業の充
実）

・ より良い精神医療の確保（精神保健指定医
制度の充実、医療保護入院の際の告知義務
の徹底）

7　精神保健福祉法の平成11年改正
平成11年の法改正は、平成5年改正法の

施行後の定着状況や精神保健福祉を取り巻く
状況を勘案して改正された。主な内容は次の
とおりである。
・ 精神障害者の人権に配慮した医療の確保に

関する事項（精神医療審査会の機能強化・
精神保健指定医の役割等の強化）

・ 緊急に入院が必要となる精神障害者の移送
に関する事項

・保護者に関する事項
・精神障害者の保健福祉の充実に関する事項

8　	障害者自立支援法の成立と精神保健福
祉法の改正	（平成17年）

本改正は、平成11年改正法附則第6条の
施行後5年を目途とする見直し規定を契機と
したものであり、「精神保健医療福祉改革ビ
ジョン」及び「今後の障害保健福祉施策につ
いて（改革のグランドデザイン案）」を踏ま
え、障害者自立支援法による障害保健福祉施
策全体の見直しとともに行ったものである。

その主な内容は次のとおりである。

・ 精神保健福祉法から障害者自立支援法に位
置づけを変更することに伴う改正（通院医
療に関する規定の削除、精神障害者居宅生
活支援事業に関する規定の削除）

・ 精神保健福祉法固有の改正事項（「精神分
裂病」の「統合失調症」への呼称の変更、
地方精神保健福祉審議会の必置規制の見直
し）

9　	障害者自立支援法等の改正と精神保健
福祉法の平成22年改正

議員立法により、平成22年通常国会にお
いて「障害者制度改革推進本部等における検
討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで
の間において障害者等の地域生活を支援する
ための関係法律の整備に関する法律」が成立
した。同法において、精神保健福祉法の改正
も行われ、都道府県における精神科救急医療
体制の確保に関する規定が設けられたほか、
精神保健指定医の不足を踏まえ、精神保健指
定医の公務員としての職務に係る義務規定が
設けられた。

10　精神保健福祉法の平成25年改正
精神障害者の地域生活への移行を促進する

ため、精神障害者の医療に関する指針（大臣
告示）の策定、保護者制度の廃止、医療保護
入院における入院手続等の見直し等が行われ
た。

11　	障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律等の一部
を改正する法律に伴う精神保健福祉
法の令和4年改正

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等
により、障害者等の希望する生活を実現する
ため、障害者等の地域生活の支援体制の充
実、精神障害者の希望やニーズに応じた支援
体制の整備等のために見直しが行われた。精
神保健福祉法関係では、障害者等の地域生活
の支援体制の充実とともに「精神障害者の希
望やニーズに応じた支援体制の整備」として
家族等が同意・不同意の意思表示を行わない
場合にも、市町村長の同意により医療保護入
院を行うことを可能とする等、適切に医療を
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③　障害者就業・生活支援センター
（障害者就業・生活支援センターは、身近な地域で就業面と生活面の一体的な支援を行う）

障害者就業・生活支援センターは、障害のある人の職業生活における自立を図るため、
雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携のもと、身近な地域において就業面と生活
面における一体的な支援を行い、障害のある人の雇用の促進と安定を図ることを目的とし
て、2002（平成14）年の障害者雇用促進法改正により創設された。2024（令和6）年4
月現在、全国337箇所に設置されている（図表2-2-8）。

就職希望や在職中の障害のある人の抱える課題に応じて、就業支援担当者と生活支援担
当者が協力して、就業面と生活面の一体的な支援を行っており、支援対象障害者数（登録
者数）は、2023（令和5）年3月末時点で約21万8,000人にのぼる。

提供できるようにするほか、医療保護入院の
入院期間を定め、入院中の医療保護入院者に

ついて、一定期間ごとに入院の要件の確認を
行う等の改正が行われた。

［参考］4訂精神保健福祉法詳解
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	 図表2-2-8	 障害者就業・生活支援センターの概要
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 1 

資料：厚生労働省職業安定局作成 2 

  3 

（（就就業業にに関関すするる相相談談支支援援やや採採用用面面接接ななどどへへのの同同行行支支援援ななどどをを生生活活支支援援とと一一体体的的にに提提供供すするる））  4 

  障害者就業・生活支援センターの具体的な支援内容は、センター窓口や職場・家庭への5 

訪問等による障害のある人からの就業に関する相談支援（就労に向けての支援や職場定着6 

のための支援等）の実施や、ハローワークや採用面接などへの同行支援など多岐にわたっ7 

ている。こうした支援を、生活に関する支援と一体的に提供しながら、障害のある人が自8 

立して安定した職業生活をおくることができることを目指している。また、事業主からの9 

雇用管理に関する相談にも応じており、さらに、地域の雇用・福祉・医療などの関係機関10 

との調整機能により、地域における障害のある人の就業支援を担う中核的な役割を果たし11 

ている。 12 

  13 

【【ココララムム（（事事例例））】】多多面面的的ななササポポーートトでで障障害害者者のの就就労労移移行行をを支支ええるる（（LLIITTAALLIICCOO ワワーーククスス赤赤14 

羽羽））  15 

  16 

資料：厚生労働省職業安定局作成

（就業に関する相談支援や採用面接などへの同行支援などを生活支援と一体的に提供する）
障害者就業・生活支援センターの具体的な支援内容は、センター窓口や職場・家庭への

訪問等による障害のある人からの就業に関する相談支援（就労に向けての支援や職場定着
のための支援等）の実施や、ハローワークや採用面接などへの同行支援など多岐にわたっ
ている。こうした支援を、生活に関する支援と一体的に提供しながら、障害のある人が自
立して安定した職業生活をおくることができることを目指している。また、事業主からの
雇用管理に関する相談にも応じており、さらに、地域の雇用・福祉・医療などの関係機関
との調整機能により、地域における障害のある人の就業支援を担う中核的な役割を果たし
ている。

障害のある方の就労支援サービスを手がけ
るLITALICOワークス赤羽で、利用者一人ひ
とりの「働きたい」という思いを支える取組
みに出会った。

人はちがう。障害があっても、なくても。
株式会社LITALICOが運営する障害者就労

移行支援事業所であるLITALICOワークス赤

羽（以下「センター」）には、精神障害や発
達障害などの障害のある方々が、民間企業な
どへの就職を目指して、日々通ってくる。

利用者は、スタッフの支援を受けながら、
自分に合った計画を立て、およそ1年をかけ
てスキルアップのための講座の受講や、企業
での実習、そして就職活動に挑んでいく。

センターは、主治医や地域の福祉機関との

多面的なサポートで障害者の就労移行を支える	
（LITALICOワークス赤羽）コラム
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連携にも力を入れている。利用者が安心して
就活に取り組むためには、医療や福祉など多
面的な協力を得ながら、利用者の暮らしから
整えることが大切だと考えているからだ。個
の違いに応じて環境の側から整えていく。こ
うした取組みで、2023年度の就労移行率は
77％となっている。

人はおなじ。障害があっても、なくても。
雇用先企業へのサポートも、センターの重

要な役割だ。利用者の就職が決まると、企業
担当者、利用者、スタッフの3者で入社前面
談を行う。独自の「職場での合理的配慮ガイ
ドブック」（※）を用いて、通勤や仕事内容、
作業環境や対人関係などの項目ごとに、利用
者の就職後に起こりうる「困りごと」を整理
していく。この面談により、企業は、本人が
自ら対処できる範囲を知り、また、会社とし
て支援が必要な配慮事項にも前もって準備が
できる。
「雇用してくださった企業の担当者様から、

こうした取組みを『障害のない社員へのマネ
ジメントにも活かしている』という嬉しいご
報告をいただいたこともあります。」セン
ター長の一宮さんは、そのように話す。

働く人に個々の事情があることは、何も特
別なことではない。社員それぞれの事情にで
きるだけ配慮した職場づくりは、障害の有無
にかかわらず、全ての働く人にとって働きや
すい職場になるはずだ。

企業からは、本人に改善を求める際の伝え
方について、悩みが寄せられることもある。

「伝えたら本人が傷つくのではないか。セン
ターから伝えてもらえないか。」そんなとき

は、センターの利用当時の記録を確認し、本
人が受け取りやすいフィードバックの方法を
助言したり、スタッフが同席する場で企業か
ら本人に直接伝えてもらうことを提案してい
る。

就労移行支援は長くても2年間。だからこ
そ、障害のある方が当たり前に働き、企業が
当たり前にサポートする関係がこの先も築か
れていくように、本人とも、企業とも、「自
立」を促す関わり方を意識しながら、「少し
ずつ離れていく」ことを心がけている。

障害があっても、こころは健康でいられ
る。理解と支援の大切さ。
「こころの状態ですか？ここに通ってから、

ずっとよくなりました。」　笑顔でそう教えて
くださったのは、40代の利用者Aさんだ。

うつ病を抱えるAさんは、センターの利用
前はしばらくひきこもりのような状態で自信
を持てずにいた。利用者同士で障害のことを
隠さずに話せる雰囲気や、否定的なことを言
わないスタッフの和やかさに支えられて、今
では週5日、継続して通っている。
「実習先で、障害のない人が普通に働いて

いる職場に身を置いたとき、『ああ、職場に
戻れた』という自信が沸いたんです。それが
こころの安定につながっています。」まもな
く就職を迎えるAさんの表情には、成果を実
感できたことへの自信が表れていた。

センター内はフリーアドレスで、利用者同士の自然な情
報交換を促している。

障害について自然に話せる社会であるため
には、障害に対するスティグマ（差別や偏
見）を克服していくことが必要だ。
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障害のある方と雇用の場をつなぐ就労移行
支援の取組みは、障害があることや障害を抱
えながら働くことが、特別なことではない社
会であることの大切さを、私たちに教えてく
れる。
※ 合理的配慮ガイドブックについては、こち

ら。
https：//works.litalico.jp/assets/doc/
interview/consideration/guide_book.
pdf
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